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2026年 3月 19日 

 

内国インフラファンドの発行者等の運用体制等に関する報告書 

 

                            インフラファンド発行者名 

                        東京インフラ・エネルギー投資法人 

代表者名 執行役員 永森 利彦        

 （コード：9285） 

問合せ先 ＴＥＬ．03－6551－2838  

 

                    管理会社名 

                           東京インフラアセットマネジメント株式会社 

代表者名 代表取締役社長 永森 利彦     

 

１． 基本情報 

（１）コンプライアンスに関する基本方針 

 

① 概要 
本管理会社はコンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、経営陣が積極的に法令遵守体制、内部管理体制の整備・強化に努めています。適

正な運用体制を構築するため、本管理会社のコンプライアンスに関する事項を担当する責任者としてコンプライアンス・オフィサーを配置し、他の部門に対す

る社内牽制機能の実効性を確保しています。さらに、コンプライアンス委員会の設置運営により、本管理会社の法令等遵守体制を重層的に確立しています。 

 

② 取締役会 

取締役会は、業務執行の決定や取締役の職務の執行の監督等を行う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライアンス委員会等における承認事

項等の報告を受けるとともに、本管理会社のコンプライアンスに関する重要事項について決議します。 

 

③ コンプライアンス委員会 

コンプライアンス委員会は、本管理会社における法令、諸規程、諸規則その他に係るコンプライアンス上の問題の有無を審議することを目的とする機関とし

て設置されており、取締役会及びコンプライアンス・オフィサーと連携し、「コンプライアンス委員会規程」に定める業務を担います。 
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④ コンプライアンス・オフィサー 

コンプライアンス・オフィサーは、本管理会社におけるコンプライアンス全般に関する責任者として、コンプライアンス体制を整備し確立するとともに、コ

ンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。具体的には、社内のコンプライアンスに関する社内規程等の立案等を行うほか、社内の各部署との連携を図

り、かつ、本管理会社における業務執行が法令や社内規程等に基づいていることを監視することによって、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を醸

成します。 

かかるコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、コンプライアンス・オフィサーには、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有す

る人材を選任しています。 

 

⑤ コンプライアンスに関する社内体制・コンプライアンス状況の検査 

コンプライアンス・オフィサーは、日常のコンプライアンス遵守状況の監視監督を行う中で、コンプライアンスの観点から問題があると判断したときは、関

係部署への指示や勧告だけでなく、コンプライアンス委員会及び取締役会等への報告を行い、必要に応じて改善策等を検討します。また、コンプライアンス状

況について、必要に応じて、外部の第三者によるチェックを受けつつ、検査を行います。 

利害関係人等（後記「２ 投資法人及び管理会社の運用体制等 （３） 利益相反取引への取組み等 ① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 (ロ) 自主

ルールにおける利害関係人等の範囲」に定義します。）との取引については、投資委員会、コンプライアンス委員会、取締役会及び本投資法人の役員会におけ

る審議等を経て、十分に審査が行われた上で取引に係る判断がなされます。また、当該投資委員会及びコンプライアンス委員会には、専門的知識を有する第三

者の外部委員を配置し、当該外部委員の賛成が得られない場合は、当該取引を行うことができない手続となっています。 

 

（２）投資主の状況  

 2025年 12月 31日現在 

氏名・名称 
本投資法人、本管理会社又はメインスポンサーとの関係 

及び出資の経緯 

投資口口数

（口） 

比率 

（％） 

株式会社クールトラスト 

2018年 7月 30日付で、本投資法人、本管理会社及び株式会社

アドバンテック間にて締結したスポンサーサポート契約につ

き、2020年 12月 28日付で株式会社クールトラストを加えた 4

社にてスポンサーサポート契約変更契約が締結され、セイム

ボート出資を実施しています。 

28,660 15.9 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 該当事項はありません。 4,790 2.6 
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氏名・名称 
本投資法人、本管理会社又はメインスポンサーとの関係 

及び出資の経緯 

投資口口数

（口） 

比率 

（％） 

三木 正浩 該当事項はありません。 3,500 1.9 

今井 一好 該当事項はありません。 1,822 1.0 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 該当事項はありません。 1,654 0.9 

大和信用金庫 該当事項はありません。 1,600 0.8 

内田 敬一 該当事項はありません。 1,508 0.8 

一般財団法人化学研究評価機構 該当事項はありません。 1,485 0.8 

野村證券株式会社 該当事項はありません。 1,465 0.8 

合同会社センス 該当事項はありません。 1,088 0.6 

上位 10名合計 47,572 26.5 
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（３）管理会社の大株主の状況 

  （2025年 12月 31日現在） 

氏名・名称 
本投資法人、本管理会社又はメインスポンサー若しくはスポン

サーとの関係及び出資の経緯 

株数 

（株） 

比率 

（％） 

東京インフラホールディングス株式会社 

本管理会社の創業メンバーによる本管理会社株式保有・商標管

理等を目的とした持株会社であり、本管理会社と同日に設立さ

れました。 

本管理会社との間で、再生可能エネルギー発電設備に関する本

管理会社の業務運営に関する助言等について 2018年 2月 1日付

で経営サポート契約を締結しています。 

2019年 2月 26日に株式会社アドバンテックが保有する本管理

会社の株式 1,630株を譲り受け、保有株数は 3,005株となりま

した。 

2019年 3月 29日に本管理会社が実施した第三者割当増資を引

受けた結果、保有株数は 3,505株に、また出資比率は 93.5%か

ら 94.4%となりました。 

2023年 6月 30日に本管理会社が実施した第三者割当増資を引

き受けた結果、保有株数は 3,605株に、また出資比率は 94.4%

から 94.5%となりました。 

2023年 12月 28日に NECネッツエスアイ株式会社が保有する本

管理会社の株式 50株を譲り受け、保有株数は 3,655株に、また

出資比率は 94.5%から 95.8%となりました。 

2024年 11月 25日に本管理会社が実施した第三者割当増資を引

き受けた結果、保有株数は 3,805株に、また出資比率は 95.8%

から 96.0%となりました。 

3,805 96.0 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保険による最低保証賃料スキーム検討等を通じて、本管理会社

及び本投資法人の基本理念に賛同を得て本管理会社への出資を

行いました。 

本管理会社との間で、再生可能エネルギー発電設備に関するリ

スク面でのサポート等に関し、2017年 12月 19日付でリスクア

ドバイザリーサポート契約を締結しています。 

160 4.0 
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氏名・名称 
本投資法人、本管理会社又はメインスポンサー若しくはスポン

サーとの関係及び出資の経緯 

株数 

（株） 

比率 

（％） 

上位 2名合計 3,965 100.0 

（注）なお、株式会社アドバンテックは、本書提出日現在、本管理会社に対して 96.0％出資している東京インフラホールディングス株式会社に 100％出資

することで、本管理会社に対する間接的な出資も行っています。 

 

（４）投資方針・投資対象 

本投資法人の第 16期有価証券報告書「第一部ファンド情報 第１ファンドの状況 ２投資方針（１）投資方針及び（２）投資対象」をご参照下さい。 

 

（５）海外インフラ資産等及び海外インフラ関連有価証券への投資に関する事項 

 

① 海外インフラ資産等及び海外インフラ関連有価証券への投資姿勢 

中長期的な観点から、より高い収益性及び成長機会の獲得と分散投資の観点から、然るべき運用体制の整備を行う前提で、海外も付随的な投資対象エリア

とします。その投資比率は、原則として、ポートフォリオ全体の 5％以下とします。 

ただし、現時点において、海外インフラ資産等及び海外インフラ関連有価証券に投資を行う具体的な予定はありません。 

 

② 海外インフラ資産等及び海外インフラ関連有価証券に投資する際の指針等 

該当事項はありません。 

 

③ 海外インフラ資産等及び海外インフラ関連有価証券への投資に対する運用体制及び適時開示体制 

該当事項はありません。 

 

④ 海外インフラ資産等及び海外インフラ関連有価証券への投資に対するリスク管理体制 

該当事項はありません。 
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（６）メインスポンサー及びスポンサーに関する事項 

 

①  メインスポンサー及びスポンサーの企業グループの事業の内容 

② 株式会社アドバンテック、株式会社クールトラスト及び東京インフラホールディングス株式会社 

a. 関係図                                                   （2025年 12月 31日現在） 

 

  

100% 100% 100%

再エネ発電施設ウェアハウジング事業

100% 100% 　96.0%

東京インフラエナジー㈱

100%

不動産信託・事業信託・
動産信託・有価証券管理信託

再生可能エネルギー発電所開発
再生可能エネルギー発電所に関する
各種コンサルティング等　　　(宅地建物取引業者、

取引一任代理、投資運用業)

上場投資法人資産運用事業
私募ファンド等資産運用事業

(宅地建物取引業者)

ジェイバリュー信託㈱

                       ㈱アドバンテック
真空機器事業（半導体製造装置部品）
電子事業（研究開発用テストウェーハ）
サステナブル事業（エネルギー・コンサルティング）
マテリアル事業（成膜加工・真空蒸着加工材料）

㈱クールトラスト
（信託業者）

金銭信託・金銭債権信託・グループ統括管理事業
有価証券投資事業

東京インフラアセットマネジメント㈱

(第二種金商業者)

東京インフラホールディングス㈱

再エネ事業（再エネ発電所保有）
再エネ発電所Ｏ＆Ｍ事業
再エネ発電所調査・監査事業

アセットマネジメント事業
ファンド事業、財務アドバイザリー事業

㈱クールトレード ㈱クールアドバイザー
(投資助言業者)
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b. メインスポンサーの企業グループと投資法人の投資対象の棲分け又は重複の状況 

メインスポンサーグループ（株式会社アドバンテック、同社の子会社及び関連会社（ただし、本管理会社を除きます。）を総称していいます。以下同じ

です。）は、太陽光発電設備の開発・保有・運営・維持等の業務を行っており、インフラ資産等の取得、賃貸借、管理運営、処分等に関して本投資法人の

投資対象と重複する可能性があります。具体的には、株式会社クールトラストに関してセカンダリーマーケットにおいてインフラ資産等を取得すること

及び東京インフラエジー株式会社に関して未稼働のインフラ資産等を取得することが想定されます。 

もっとも、後記「② メインスポンサー及びスポンサーの企業グループとのインフラ資産等又はインフラ関連有価証券の供給や情報提供に係る契約等の

状況 （ロ） 提携企業別の提携内容一覧」に記載のとおり、スポンサーサポート契約においては、（ⅰ）メインスポンサーは、自ら又はグループ SPC（後

記「② メインスポンサー及びスポンサーの企業グループとのインフラ資産等又はインフラ関連有価証券の供給や情報提供に係る契約等の状況 （ロ） 提

携企業別の提携内容一覧」において定義されます。）が保有する再生可能エネルギー発電設備関連資産のうち、適格再生可能エネルギー発電設備関連資産

（後記「② メインスポンサー及びスポンサーの企業グループとのインフラ資産等又はインフラ関連有価証券の供給や情報提供に係る契約等の状況 （ロ） 

提携企業別の提携内容一覧」において定義されます。）について、スポンサーサポート契約所定の除外事由がある場合を除き、第三者に先立ち、本投資法

人及び本管理会社に対して、当該適格再生可能エネルギー発電設備関連資産に関する情報を優先的に提供し、また、第三者に優先して売買交渉する権利

を付与すること、並びに、（ⅱ）メインスポンサーは、自ら又はグループ SPC以外の第三者が予定する適格再生可能エネルギー発電設備関連資産の売却に

係る情報を取得した場合には、スポンサーサポート契約所定の除外事由がある場合を除き、本投資法人及び本管理会社に対し、第三者に先立ち当該適格

再生可能エネルギー発電設備関連資産に関する情報を優先的に提供することを規定しています。 

これらの規定に基づき、メインスポンサーは、本投資法人の投資家の利益の最大化のために本投資法人に優先的に情報提供を行い、その検討及び購入

の機会を提供できるように支援しています。上記のように、スポンサーサポート契約は、メインスポンサーグループが、本投資法人と競合する事業を行

うことを禁止するものではありませんが、本投資法人の行う再生可能エネルギー発電設備関連資産の運用業務を支援する役割を果たしており、結果、本

投資法人とメインスポンサーグループとの間で競合が生じる可能性は低減されると考えています。 

また、本投資法人は、未稼働の再生可能エネルギー発電設備等は、原則として投資対象とはしておりません。東京インフラエナジー株式会社は、かか

る未稼働案件に対する投資機会を確保するため、a)自社にて新規の再生可能エネルギー発電事業を開発する、b)他社による開発中の発電事業を途中で取得

する、c)他社が開発し稼働して間もない発電事業を取得し、実績を積み上げる、d)これらの再生可能エネルギー発電事業の中から、実績を評価して本投資

法人の投資対象となる事業については本投資法人に売却する、e)本投資法人の投資対象とならない事業については他の投資家に売却することを計画してい

ます。したがって、グループ内での棲分けはなされています。 
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（ロ） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社（以下「MSAD」といいます。）100%子会社で

す。詳細については MSADの有価証券報告書をご参照ください。 
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② メインスポンサー及びスポンサーの企業グループとのインフラ資産等又はインフラ関連有価証券の供給や情報提供に係る契約等の状況 

メインスポンサーである株式会社アドバンテック及び株式会社クールトラストは、再生可能エネルギー発電設備関連資産に係る技術調査、設計・施工、事業

運営管理、投資等に関する豊富なノウハウ及び実績を有しています。本投資法人及び本管理会社は、以下の内容を有するスポンサーサポート契約をメインスポ

ンサーとの間で締結しています。また、本管理会社は、スポンサーである東京インフラホールディングス株式会社及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社

とそれぞれ経営サポート契約及びリスクアドバイザリーサポート契約を締結し、本管理会社の業務運営及び再生可能エネルギー発電設備に係るリスク管理に関

する助言等のサポートを受けています。これらにより、本投資法人において、外部成長及び内部成長に関連するメインスポンサー及びスポンサーからの様々な

サポートを活用することが可能となり、今後の本投資法人の成長に寄与するものと本投資法人は考えています。 

 

（イ） メインスポンサー及びスポンサーの定義 

区分 定義 

メインスポンサー 本管理会社の筆頭株主である東京インフラホールディングス株式会社の親会社である株式会社アドバンテック及び株式会社クールトラストをい

います。 

スポンサー 本管理会社の筆頭株主である東京インフラホールディングス株式会社及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社をいいます。 

 

（ロ） 提携企業別の提携内容一覧 

契約名称 契約当事者 契約の内容 

スポンサーサポート契

約 

 

 

 

株式会社アドバンテック 

株式会社クールトラスト 

本投資法人 

本管理会社 

本投資法人及び本管理会社は、本契約に基づきメインスポンサーが提供する業務及びメインスポン

サーが提供する権利等に関し、メインスポンサーに対して報酬を支払わないものとします。 

 

(1) 優先的売却情報の提供及び優先的売買交渉権の付与 

メインスポンサーは、メインスポンサー自ら又は自らが出資し若しくはメインスポンサーグ

ループがアセットマネジメント業務等（再生可能エネルギー発電設備等に係るオペレーターとし

ての業務を含みますが、これに限られません。）を受託している特別目的会社（以下「グループ

SPC」といいます。）が保有する再生可能エネルギー発電設備関連資産のうち本投資法人の投資基

準（本管理会社の運用ガイドラインに定める投資基準をいいます。）に適合すると合理的に想定

されるもの（以下「適格再生可能エネルギー発電設備関連資産」といいます。）を売却しようと

する場合には、スポンサーサポート契約所定の除外事由がある場合を除き、本投資法人及び本管

理会社に対し、第三者に先立ち当該適格再生可能エネルギー発電設備関連資産に関する情報を優

先的に提供し、また、第三者に優先して売買交渉する権利を付与します。 

 

(2) 第三者保有情報の提供 

メインスポンサーは、メインスポンサー以外の第三者が予定する適格再生可能エネルギー発電

設備関連資産の売却に係る情報を取得した場合には、スポンサーサポート契約所定の除外事由が
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契約名称 契約当事者 契約の内容 

ある場合を除き、本投資法人及び本管理会社に対し、第三者に先立ち当該適格再生可能エネル

ギー発電設備関連資産に関する情報を優先的に提供するものとします。 

 

(3) ウェアハウジング機能の提供 

本投資法人及び本管理会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設

備関連資産（ただし、再生可能エネルギー発電設備等に限ります。以下本欄において同様で

す。）の取得を目的として、取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示し

た上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備関連資産の取得及び一

時的な保有（ウェアハウジング）をメインスポンサー又はグループ SPC に依頼することができま

す。 

 

(4) 業務支援等 

メインスポンサーは、本管理会社がメインスポンサーのノウハウ提供を受けることを目的とし

て、以下の業務について、随時、本投資法人から受託します。 

(a) 再生可能エネルギー発電設備関連資産のデュー・ディリジェンスを含む、本投資法人による

再生可能エネルギー発電設備関連資産の取得に関する補助業務及び助言業務 

(b) 本投資法人が既に保有し、又は取得を検討している再生可能エネルギー発電設備関連資産の

管理、運営、増設等に係る補助業務及び助言業務 

(c) 再生可能エネルギー発電設備関連資産に関する情報の収集及び分析その他本管理会社が依頼

する業務 

 

(5) ノウハウの提供及び人材の派遣 

メインスポンサーは、本管理会社に対し、再生可能エネルギー発電設備等の運営手法に係る情

報や、資産運用業務の遂行に必要な再生可能エネルギー発電設備関連資産（ただし、再生可能エ

ネルギー発電設備等に限ります。以下本欄において同様です。）の運営管理の知識及びノウハウ

等を提供します。また、メインスポンサーは、本管理会社が当該知識及びノウハウ等を可能な限

り活用することを目的として、本管理会社において必要とされる人材の確保に合理的な範囲で協

力します。 

 

(6) その他の支援 

・再生可能エネルギー発電設備関連資産の売買・開発に関するマーケット情報、本投資法人の投

資対象に関連する諸制度（固定価格買取制度等）の動向に係る情報等の提供 

・メインスポンサーの保有する商標の使用許諾 
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契約名称 契約当事者 契約の内容 

・スポンサーサポート契約所定の業務に関連する業務又はその他の必要な支援 

経営サポート契約 東京インフラホールディン

グス株式会社 

本管理会社 

本管理会社は、本契約に基づきスポンサーが提供する業務及びスポンサーが提供する権利等に関

し、スポンサーに対して報酬を支払わないものとします。 

スポンサーは、本投資法人が保有する又は取得予定の再生可能エネルギー発電設備に関して、本管

理会社の求めに応じ、以下の経営サポートを行います。 

・本管理会社の業務運営（本管理会社による本投資法人の資産運用に係る業務を除きます。）に関

する助言 

・本管理会社の経営管理面及びシステム面の各種支援 

・本管理会社の経営にかかわる中核的な人材（取締役、監査役、幹部従業員、顧問等）の推薦 

・本管理会社の財務構造に関する助言 

・その他、上記の各業務に付随するすべての業務支援 

リスクアドバイザリー

サポート契約 

あいおいニッセイ同和損害

保険株式会社 

本管理会社 

本管理会社は、本契約に基づきスポンサーが提供する業務及びスポンサーが提供する権利等に関

し、スポンサーに対して報酬を支払わないものとします。 

スポンサーは、本投資法人が保有する又は取得予定の再生可能エネルギー発電設備に関して、自然

災害等による損害や法令上負担する賠償責任その他のリスクについて、本投資法人又は本管理会社

の求めに応じてアドバイスを行います。 

技術アドバイザリーサ

ポート契約 

NECネッツエスアイ株式会社 

本管理会社 

本管理会社は、本契約に基づきサポート会社が提供する業務及びサポート会社が提供する権利等に

関し、サポート会社に対して報酬を支払わないものとします。 

サポート会社は、本投資法人が保有する又は取得予定の再生可能エネルギー発電設備に関して、設

備・技術面について、本投資法人又は本管理会社の求めに応じて、アドバイスを行います。 

パイプライン・サポー

ト契約 

三菱ＨＣキャピタルエナ

ジー株式会社 

本管理会社 

本管理会社は、本契約に基づき、サポート会社が所有・投資・関与する物件に関して、売却情報の

提供を受け、あるいは取得に係る協議を行うことができます。 

パイプライン・サポー

ト契約 

JFEテクノス株式会社 

本管理会社 

本管理会社は、本契約に基づき、サポート会社が所有・投資・関与する物件に関して、売却情報の

提供を受け、あるいは取得に係る協議を行うことができます。 
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【関係図】 
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２．投資法人及び管理会社の運用体制等 

（１）投資法人 

① 投資法人の役員の状況 

 （本書提出日現在） 

役職名 氏 名 主要略歴 

執行役員 永森 利彦 1983年 4月 

2002年 11月 

2004年 12月 

2006年 6月 

2009年 10月 

2011年 5月 

2014年 4月 

2015年 12月 

2016年 4月 

2016年 10月 

2016年 12月 

2019年 6月 

2019年 6月 

2019年 10月 

株式会社東海銀行（現・株式会社三菱 UFJ銀行）入行 

株式会社東海銀行（現・株式会社三菱 UFJ銀行）東支社法人営業部長 

株式会社東海銀行（現・株式会社三菱 UFJ銀行）伊勢支社長兼支店長 

三菱 UFJ信託銀行株式会社 名古屋不動産部長（出向） 

株式会社三菱東京 UFJ銀行（現・株式会社三菱 UFJ銀行） 名古屋港支社長 

東海東京証券株式会社 入社 名古屋戦略部長 

東海東京アセットマネジメント株式会社 入社 常務執行役員 

東海東京アセットマネジメント株式会社 常務執行役員 不動産金融事業本部長兼不動産ソ

リューション部長 

株式会社日本産業推進機構 顧問（出向） 

株式会社日本産業推進機構 中部・北陸ジェンパー合同会社専務 

株式会社日本産業推進機構 中部・北陸ジェンパー合同会社専務兼 IRディレクター 

株式会社日本産業推進機構 顧問（現任） 

東京インフラアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 （現任） 

東京インフラ・エネルギー投資法人 執行役員（現任） 

監督役員 島田 容男 1991年 10月 
1995年 9月 
2000年 8月 
2001年 8月 
2003年 4月 
2004年 11月 
2005年 10月 
2008年 5月 
2010年 7月 
2014年 7月 
2017年 4月 
2020年 4月 

2021年 10月 

2023年 8月 

監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ） 
公認会計士登録 
JPモルガン証券会社（現・JPモルガン証券株式会社） 
ドイツ証券会社（現・ドイツ証券株式会社） 
フェニックス・キャピタル株式会社（現・エンデバー・ユナイテッド株式会社） 
株式会社江戸沢（現・株式会社焼肉坂井ホールディングス） 社外取締役 
コンピタント株式会社 マネージング・パートナー（現任） 
コンピタント税理士法人 代表社員（現任） 
株式会社アイペット（現・アイペット損害保険株式会社） 社外監査役 
NANAROQ株式会社（現・株式会社 GRCS）社外監査役（現任） 
株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 社外監査役 

株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 社外監査役（現任） 

東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員（現任） 

ハイブリィド株式会社 社外取締役（現任） 

監督役員 山岡 達也 2014年 6月 弁護士登録、小林綜合法律事務所（現・弁護士法人小林綜合法律事務所）アソシエイト（現任） 
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役職名 氏 名 主要略歴 

2025年 9月 東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員（現任） 

補欠執行役員 白川 富章 1990年 4月 

2005年 9月 

2008年 5月 

 

2009年 11月 

 

2011年 2月 

 

2012年 2月 

2014年 4月 

2022年 8月 

2024年 11月 

2025年 2月 

2025年 7月 

株式会社パルコ 

三菱地所投資顧問株式会社 

株式会社丹青アセットマネジメント（現・JLLリテールマネジメント株式会社）代表取締役社

長 

株式会社丹青モールマネジメント（現・JLLリテールマネジメント株式会社）取締役 AM事業部

部長兼 PM統括部長 

株式会社エムケーキャピタルマネージメント（現・株式会社イデラ キャピタルマネジメン

ト）不動産運用１部長 

三菱商事都市開発株式会社 運営事業部運営サポートチームリーダー 

東急不動産株式会社 住宅事業ユニット 再開発事業本部 商業開発室 商業担当部長 

株式会社グッドコムアセット投資顧問 私募ファンド事業部長 

東京インフラアセットマネジメント株式会社 資産運用部 部付部長 

東京インフラアセットマネジメント株式会社 資産運用部長 

東京インフラアセットマネジメント株式会社 資産運用本部長兼資産運用部長（現任） 
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② 管理会社役職員と兼職する投資法人の役員の選任理由・兼職理由及び利益相反関係への態勢 

 

氏名 管理会社の役職名 選任理由・兼職理由 利益相反関係への態勢 

永森 利彦 代表取締役社長 （１）選任理由 

銀行、信託銀行、証券会社、PE ファンドにおける業務

を通じた、各種ファイナンス、不動産流動化、ファン

ドレイジングに関する豊富な知見と地域金融機関を主

とした機関投資家の人脈を有していることに加え、統

制環境・コーポレートガバナンスの構築に最適な人物

として期待されるため。 

（２）兼職理由 

本投資法人はその主たる業務である資産運用業務を委

託する本管理会社との密接な連携が必要となります。

本管理会社の代表権を有する者が本投資法人の執行役

員を兼務する場合、本投資法人と本管理会社との連携

をより一層強化することが可能となります。兼務によ

り本投資法人の役員会への機動的かつ的確な報告が可

能となることで業務運営の効率化を促進でき、また、

本投資法人の経営判断における妥当性の確保、実質的

で十分な審議に基づく意思決定を行うことができるも

のと考えています。 

本投資法人と本管理会社との取引関係は資産運用業務

の委託のみを行っていますが、当該委託契約の変更若

しくは解約等については投信法若しくは当該委託契約

の条項により、役員会若しくは投資主総会の承認を受

けることとされており、さらに本投資法人の役員会規

程において特別な利害関係を有する役員は役員会の決

議に参加できないこととしています。なお、本投資法

人の監督役員には外部の弁護士及び公認会計士が就任

し執行役員の業務執行を監督しています。 

また、本管理会社については会社法による利益相反取

引の規制が適用されるほか、本管理会社において利害

関係人等取引規程を制定し、本投資法人と本管理会社

の利害関係人との間で取引を行う場合には、複階層に

及ぶ厳格な審査手続きを実施し、さらにいくつかの階

層で外部専門家による牽制を図っています。 

白川 富章 資産運用本部長兼 

資産管理部長 

（１）選任理由 

同氏が資産運用における長年の業務経験があり、本投

資法人の執行役員に求められる識見や実績を有してい

ること等を考慮し、選任しました。 

（２）兼職理由 

本管理会社の資産運用本部長が本投資法人の執行役員

を兼務することになった場合には、本投資法人と本管

理会社との連携を一層強化することが可能となりま

す。兼務により本投資法人の役員会への機動的かつ的

確な報告が可能となることで業務運営の効率化を促進

でき、また、本投資法人の経営判断における妥当性の

確保、実質的で十分な審議に基づく意思決定を行うこ

とができるものと考えています。 

補欠執行役員が執行役員に就任した場合、本投資法人

の執行役員は本管理会社の資産運用本部長兼資産管理

部長を兼職することになりますが、本投資法人におい

ては上記の通り利益相反行為が回避される仕組みと

なっています。 
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③ その他投資法人役員の兼任・兼職による利益相反関係の有無等（前②に記載された内容を除く） 

該当事項はありません。 

 

 

（２）管理会社 

① 管理会社の役員の状況 

（本書提出日現在） 

役職名・常勤非常勤の別 氏 名 主要略歴 兼任・兼職・出向の状況 

代表取締役社長 

（常勤） 

永森 利彦 前記「（１）投資法人 ① 投資法人の役員の状況をご参照ください。 

 

（兼任・兼職の状況） 

東京インフラ・エネル

ギー投資法人 執行役員 

株式会社日本産業推進機

構 顧問 

（出向の状況） 

該当ありません。 

取締役（非常勤） 高子 賢 2003年 10月 

2004年 10月 

2012年 1月 

2012年 7月 

2013年 9月 

2014年 9月 

2017年 5月 

2020年 3月 

2025年 6月 

三井安田法律事務所 アソシエイト 

弁護士法人大江橋法律事務所 アソシエイト 

同事務所 パートナー 

Duke University School of Law LL.M. 

Davis Polk & Wardwell LLp Foreign Associate 

弁護士大江橋法律事務所 パートナー 

HCA法律事務所 パートナー（現任） 

i Heart Japan株式会社 社外監査役（現任） 

東京インフラアセットマネジメント株式会社 取締役（現任） 

HCA法律事務所 パート

ナー 

i Heart Japan株式会社 

社外監査役 

（出向の状況） 

該当ありません。 

取締役（非常勤） 水野 裕太郎 1995年 4月 

2005年 7月 

2010年 8月  

 

2013年 11月 

2015年 5月 

2015年 8月 

2015年 8月 

株式会社東海銀行（現・株式会社三菱 UFJ銀行） 

株式会社アドバンテック 執行役員経営企画室長 

株式会社クールアース（現・株式会社クールトラスト） 法令遵守部

長 

株式会社クールトラスト 代表取締役（現任） 

東京インフラホールディングス株式会社 取締役 

株式会社クールトレード 代表取締役 

株式会社クールアドバイザー 代表取締役（現任） 

（兼任・兼職の状況） 

株式会社クールトラスト  

代表取締役 

株式会社クールアドバイ

ザー 代表取締役 

東京インフラホールディ

ングス株式会社 代表取

締役 
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役職名・常勤非常勤の別 氏 名 主要略歴 兼任・兼職・出向の状況 

2015年 8月 

2016年 7月 

2016年 7月 

 

2016年 12月 

2018年 1月 

 

2019年 2月 

2019年 2月 

2021年 7月 

2021年 7月 

2022年 4月 

2024年 5月 

2024年 6月 

東京インフラホールディングス株式会社 代表取締役 

東京インフラホールディングス株式会社 取締役 

東京インフラアセットマネジメント株式会社 取締役（非常勤） 

（現任） 

東京インフラホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 

株式会社クールアース（現・株式会社クールトラスト） 代表取締

役 

東京インフラエナジー株式会社 代表取締役（現任） 

ジェイバリュー信託株式会社 取締役（非常勤）（現任） 

陸前高田しみんエネルギー株式会社 取締役（非常勤）（現任） 

うすきエネルギー株式会社 取締役（非常勤）（現任） 

株式会社アドバンテック 常務取締役 

HUGエナジー株式会社 取締役（非常勤）（現任） 

株式会社アドバンテック 代表取締役（現任） 

東京インフラエナジー株

式会社 代表取締役 

ジェイバリュー信託株式

会社 取締役（非常勤） 

陸前高田しみんエネル

ギー株式会社 取締役

（非常勤） 

うすきエネルギー株式会

社 取締役（非常勤） 

HUGエナジー株式会社 取

締役（非常勤） 

株式会社アドバンテック 

代表取締役 

（出向の状況） 

該当ありません。 

監査役（非常勤） 生田 卓史 1978 年 4 月 

1998 年 10 月 

1999 年 5 月 

2003 年 1 月 

 

2006 年 10 月 

 

2007 年 6 月 

 

2011 年 6 月 

 

2011 年 6 月 

2012 年 4 月 

2015 年 6 月 

2019 年 6 月 

2024 年 6 月 

株式会社東海銀行（現・株式会社三菱 UFJ 銀行）入行 

株式会社東海銀行（現・株式会社三菱 UFJ 銀行）企画部参事役 

株式会社東海銀行（現・株式会社三菱 UFJ 銀行）ALM 部長 

株式会社 UFJ ホールディングス（現・株式会社三菱 UFJフィナン

シャル・グループ） コンプライアンス統括部長 

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 シニアバイスプレジデ

ント 

トヨタアセットマネジメント株式会社(現・三井住友 DS アセットマ

ネジメント株式会社) 代表取締役社長 

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 取締役専務

執行役員 

東海東京証券株式会社 取締役専務執行役員 

東海東京証券株式会社 代表取締役社長兼 COO 

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 取締役副社長 

岡崎信用金庫 社外理事（現任） 

東京インフラアセットマネジメント株式会社 監査役（非常勤）

（現任） 

岡崎信用金庫 社外理事 

（出向の状況） 

該当ありません。 
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② 管理会社の従業員の状況（2025年 12月 31日） 

出向元 人数 出向元と兼務がある場合にはその状況 

 （株）クールトラスト 1 ― 

― － ― 

― － ― 

― － ― 

出向者計 1 ― 

出向者以外 8 ― 

管理会社従業員総数 9 ― 
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③ 投資法人及び管理会社の運用体制 

（イ） 業務運営の組織体制 

本管理会社の業務運営体制は、以下のとおりです。 

  

 

代表取締役

株主総会

監査役

取締役会

コンプライアンス
委員会

投資委員会

コンプライアンス・
オフィサー

内部監査室

資産運用本部 資産運用企画室 私募運用本部

資産運用部 資産管理部

財務企画本部

私募管理部 財務経理部 業務企画部
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（ロ） 本管理会社の各組織の業務分掌体制 

 本管理会社において、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行う、取締役会、資産運用本部資産運用部及び資産管理部、財務企画本部財

務経理部及び業務企画部、資産運用企画室、コンプライアンス・オフィサー並びに内部監査室の業務分掌体制は、以下のとおりです。 

部署名 分掌業務 

取締役会 ・業務執行の決定 

・取締役の職務の執行の監督 

・代表取締役の選定及び解職 

・その他法令又は定款に定める事項 

≪資産運用本部≫ 

資産運用部 

・本投資法人の投資方針の策定に関する業務 

・本投資法人の取得資産の選定及び評価その他取得に関する業務 

・本投資法人の保有資産の譲渡に関する業務 

・その他上記に付随又は関連する業務 

≪資産運用本部≫ 

資産管理部 

・本投資法人の保有資産の賃貸借に関する業務 

・本投資法人の保有資産の施設管理・運営管理に関する業務 

・本投資法人の保有資産に関連する工事等の発注・管理に関する業務 

・本投資法人の保有資産に関する債権債務管理に関する業務 

・その他上記に付随又は関連する業務 

≪財務企画本部≫ 

財務経理部 

・本投資法人の年度予算・年度運用計画及び資金計画の策定に関する業務 

・本投資法人及び本管理会社の資金調達及び資金管理に関する業務 

・本投資法人及び本管理会社の会計・決算・税務申告に関する業務 

・本投資法人の投資主等への情報開示に関する業務 

・本投資法人の投資主等への各種対応に関する業務 

・本投資法人全体の各種リスク管理に関する業務 

・その他上記に付随又は関連する業務 

≪財務企画本部≫ 

業務企画部 

・本投資法人及び本管理会社の所轄官庁、関連諸団体等との各種折衝に関する業務 

・本投資法人の投資主総会、役員会その他機関運営に関する業務 

・本管理会社の株主総会、取締役会その他機関運営に関する業務 

・本投資法人及び本管理会社の規程の制定及び改廃に関する業務 

・本管理会社の人事、労務及び総務全般に関する業務 

・本投資法人及び本管理会社の苦情等の受付窓口、訴訟行為及び執行保全行為に関する業務 

・本管理会社の情報管理に関する業務 

・本管理会社の ITインフラ維持管理に関する業務 

・その他上記に付随又は関連する業務 

資産運用企画室 ・再生可能エネルギーに関する政策動向及び業界動向の調査・分析業務 
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部署名 分掌業務 
・再生可能エネルギー発電設備の投資環境に関する調査・分析業務 
・新領域事業の調査・研究・商品企画開発に関する業務 
・マクロ経済動向（株式市場・金融市場）の調査・分析に関する業務 
・本投資法人の資産取得にかかる各種デュー・ディリジェンスの補助及び助言 
・本投資法人の資産取得にかかる資産評価業務の補助及び助言 
・その他上記に付随又は関連する業務 

コンプライアンス・オ

フィサー 

・本管理会社の社内規程等の立案及び管理の審査並びにその遵守状況の確認に関する業務 

・本管理会社の各種稟議等の事前調査に関する業務 

・本管理会社のコンプライアンス関連規程、コンプライアンス・マニュアルその他のコンプライアンスに関する社内

規程等の立案及び管理に関する業務 

・本管理会社のリスク管理統括業務 

・法人関係情報等の管理に関する業務 

・本投資法人及び本管理会社の苦情等処理に関する業務 

・疑わしい取引の調査及び届出に関する業務 

・その他上記に付随又は関連する業務 

内部監査室 ・本管理会社の監査計画に関する業務 

・本管理会社の監査の実施に関する業務 

・本管理会社の監査結果の報告、処理及び改善指示に関する業務 

・本管理会社の監査役の監査業務協力に関する業務 

・その他上記に付随又は関連する業務 

 

 (ハ) 委員会の概要 

本投資法人に関する各委員会の概要は、以下のとおりです。 

a. コンプライアンス委員会 

委員 ・コンプライアンス・オフィサー（委員長）、代表取締役社長、資産運用企画室長、資産運用本部長（注１）、財務企

画本部長、私募運用本部長（注１）及び 1名以上の外部委員（注２） 

審議内容 ・コンプライアンスに関する規程等の制定及び改定に関する事項の審議・決議 

・利害関係人等との取引に関する事項の審議・決議 

・投資運用計画の策定及び改定に関する事項の審議・決議 

・資産運用に関するリスク及びコンプライアンスに関する事項の審議・決議 

・資産運用に関する苦情処理等の審議・決議 

・上記のほか、コンプライアンス・オフィサーが必要と認めた事項の審議・決議 



22 

 

審議方法等 ・コンプライアンス委員会は、議決権を有するコンプライアンス委員会委員の 3分の 2以上の出席があった場合に開

催されるものとします。ただし、コンプライアンス・オフィサー及び 1名以上の外部委員の出席が必要です。 

・コンプライアンス委員会の決議は、出席したコンプライアンス委員会委員の全員の賛成により決するものとしま

す。 

・ただし、決議につき特別の利害関係を有する委員及び構成員とならない本部長は、当該審議及び決議に加わること

ができません。また、利害関係人等との取引に関してコンプライアンス委員会が審議を行う場合においては、利害

関係人等と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができません。 

（注１）資産運用本部長は、私募ファンド等に関する議題の場合には構成員とならないものとされており、私募運用本部長は、本投資法人に関する議題 

の場合には構成員とならないものとされています。 

（注２）外部委員は、本管理会社と利害関係を有しない本管理会社外の弁護士であって、コンプライアンスに関する知識及び経験を有すると本管理会社

が判断した者を、取締役会において選任します。なお、外部委員の候補者について取締役会に上程するに当たっては、委員長の事前の承認を得

なければなりません。 

b. 投資委員会 

委員 

 

・代表取締役社長（委員長）、資産運用本部長（注１）、私募運用本部長（注１）、財務企画本部長、資産運用部長

（注１）及び 1名以上の外部委員（注２） 

・ただし、コンプライアンス・オフィサーは、投資委員会に参加する権限を有します。 

審議内容 ・運用方針及び運用ガイドラインの策定及び改定に関する事項の審議・決議 

・資産管理計画及び投資運用計画の策定及び改定に関する事項の審議・決議 

・資産の取得・売却に関する事項及び資産の賃貸・管理に関する重要な事項の審議・決議 

・資金調達に関する事項の審議・決議 

・上記に付随関連する事項の審議・決議 

・上記のほか、委員長が必要と認めた事項の審議・決議 

審議方法等 ・投資委員会は、投資委員会委員（ただし、議決権を有する者に限ります。）の 3分の 2以上の出席があった場合に

開催されるものとします。ただし、コンプライアンス・オフィサー及び 1名以上の外部委員の出席を必要としま

す。 

・投資委員会の決議は、出席した外部委員が賛成し、かつ出席した投資委員会委員の 3分の 2以上の賛成により決す

るものとします。 

・ただし、決議に係る議題について構成員とならない委員及び決議につき特別の利害関係を有する委員は、当該審議

及び決議に加わることができません。また、利害関係人等との取引に関して投資委員会が審議を行う場合において

は、利害関係人等と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができません。 

・コンプライアンス・オフィサーは、投資委員会の審議又は決議に際し、議事進行等の手続及び決議内容に法令違反

等コンプライアンス上の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議又は決議の中断を命じることができま

す。 
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（注１）資産運用本部長及び資産運用部長は、本投資法人の運用業務に関する議題の場合のみ構成員となるものとされており、私募運用本部長は、私募

ファンド等の運用業務に関する議題の場合のみ構成員となるものとされています。 

（注２）外部委員は、次のいずれにも該当しない不動産鑑定士又は公認会計士であることを要するものとし、取締役会において選任し、又は解任するも

のとします。なお、外部委員の候補者について取締役会に上程するに当たっては、委員長の事前の承認を得なければなりません。 

・ 本管理会社の利害関係人等から不動産鑑定業務又は公認会計士法第 2条に規定する公認会計士の業務の依頼を現に受け、若しくは過去に受けて

いた者又はそれらの者の役職員 

・ 本管理会社の利害関係人等又はその役職員 

 

(ニ) 独立した部署が行う本投資法人以外の顧客に対する投資一任業務又はアセットマネジメント業務 

本管理会社は、本投資法人の資産運用業務以外に、本投資法人以外の顧客（以下「私募ファンド等」といいます。）に対する投資一任業務又はアセットマ 

ネジメント業務を行います。私募ファンド等に対する投資一任業務又はアセットマネジメント業務の対象資産には再生可能エネルギー発電設備が含まれる 

ため、本投資法人との取得機会の競合が想定されます。 

 そのため、本管理会社は、本投資法人の資産運用業務と私募ファンド等に対する投資一任業務又はアセットマネジメント業務について、業務毎の責任体制

を明確にしています。具体的には、本投資法人の資産の運用及び管理は資産運用本部、資産運用部及び資産管理部が行い、私募ファンド等の資産の運用及び

管理は私募運用本部及び私募管理部が行うこととしています。また、私募運用本部及び私募管理部において、本投資法人の法人関係情報等の流用を防止する

ため、資産運用本部、資産運用部及び資産管理部との間でファイルサーバのフォルダ等に対するアクセス制限を設定し、情報を遮断するなどの措置を講じて

います。 

 

（ホ) 物件のソーシングに関する運用体制 

本管理会社は、本投資法人と私募ファンド等との間で競合する取得検討対象物件について、利益相反を防止するため、「物件情報取扱規程」を制定し、物 

件取得時における本投資法人への優先権の付与について以下のとおり定め、第三者からの投資対象資産の売却に関する情報（以下「物件情報」といいま 

す。）を本管理会社が入手した場合は、物件情報取扱規程に従って、物件取得にかかる検討・判断についての優先順位を決することとし、本管理会社が恣意 

的な行動により利益相反行為を行うことを防止することとしています。また、併せて「弊害防止規程」を制定し、業務の適切性を確保するための指針を定 

めることにより、利益相反による弊害を防止することとしています。具体的には、まず、本資管理会社が第三者から物件情報を入手した場合、資産運用部  

が物件情報を一元的に管理します。次に、資産運用部及び私募運用本部は、物件情報を受領した後、次のルールに従って本投資法人又は私募ファンド等に 

よる物件取得について検討・判断を行います。 

 

＜「物件情報取扱規程」における本投資法人への優先権付与等に関するルールの概要＞ 

a. 本投資法人による優先検討 

i.  資産運用部は、原則として、全ての物件情報について、本投資法人を第一順位者として、本投資法人のための取得を優先的に検討します。 
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ⅱ. 資産運用部が取得検討を継続し、当該物件の取得条件につき売買相手方と合意に至った場合は、資産運用部は、本管理会社の社内規程に従って

当該物件の取得に係る投資委員会等の社内の意思決定手続 を履践した上で、本投資法人のために当該物件を取得することができるものとしま

す。 

ⅲ. 資産運用部が取得検討を継続し、当該物件について、本投資法人において直ちには取得しないものの本投資法人に取得させることを目的として     

一時的に社外の第三者 SPC等（以下「第三者ブリッジ SPC等」といいます。）を組成させて取得させる判断を行った物件については、資産運用部    

は、第三者ブリッジ SPC等に当該物件情報を提供して取得検討を依頼することができます。 

ⅳ. 資産運用部が、本投資法人として取得しない判断を行った物件（ⅲ.の場合を除きます。）及びⅲ.の場合において第三者ブリッジ SPC等による取  

得に至らなかった物件については、その旨及び理由（以下「不取得理由（第一順位者）」といいます。）を物件情報一覧リストに記録します。 

ⅴ. 物件情報に係る不取得理由（第一順位者）が物件情報一覧リストに記載された場合、その後、私募運用本部は、第二順位者として私募ファンド 

等のために取得を検討することができるものとします。 

b. 例外的取扱い 

上記のルールにかかわらず、物件の売主、投資家その他本管理会社に当該物件情報を提供した者（売主のレンダーや本管理会社以外のアセットマネ

ジャーを含みます。）により本投資法人以外の取得候補者が本管理会社の物件情報入手時点で予め指定されていた物件情報については、例外的に上記ルー

ルを適用せず、資産運用部は、当該取得候補者である私募ファンド等による取得検討のために、私募運用本部に当該物件情報を提供します。 

c. 運用状況の報告 

資産運用部長は、四半期毎に、コンプライアンス・オフィサーに対し、物件情報一覧リストを提出の上、物件情報取扱規程の運用状況について報告する

ものとし、コンプライアンス・オフィサーは、当該運用状況を確認の上、四半期毎にコンプライアンス委員会に事後の報告をします。コンプライアンス委

員会は、かかる四半期毎の報告を受領し、本規程の目的に鑑み適当でないと認める事項がある場合は、各部署に対して当該期間以降における改善を求める

ことができます。 

 

④ 管理会社の専門性 

本管理会社の代表取締役社長の永森は、1983年に株式会社東海銀行（現・株式会社三菱 UFJ銀行）入行後、秘書室（頭取担当）、営業部門における店舗の支

店長、三菱 UFJ信託銀行株式会社に名古屋不動産部長として出向し、不動産現物、受益権取引のディールの担当を経て、2011年に東海東京証券株式会社入社

しました。2014年より東海東京アセットマネジメント株式会社に出向し、不動産事業本部長として不動産流動化など担当。2016年からは株式会社日本産業推

進機構に出向しました。同社のファンドレイズに当初から参画し、地域経済活性化推進機構（以下、「REVIC」という。）と連携した LP出資地域ファンド（中部

北陸ファンド）組成を企画推進。地域金融機関向けにファンドレイズ営業を展開し、また、ゆうちょ銀行などからも出資を得て総額約 60憶円のファンドを組

成しました。2019年 6月に本管理会社代表取締役社長に就任し、現在に至ります。銀行、信託銀行、証券会社、PEファンドにおける業務を通じた、各種ファ

イナンス、不動産流動化、ファンドレイジングに関する豊富な知見と地域金融機関を主とした機関投資家の人脈を有しています。 

これら金融商品取引、金融コンプライアンスに係る豊富な実務経験を通じ、経営管理等、コンプライアンス及びリスク管理に関する知識・経験は豊富であ

り、本管理会社業務全般に関するリスク管理の経験や知識を有し、その上で組織マネジメント全般を実行する能力に長けています。 
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（３）利益相反取引への取組み等 

① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 

本管理会社は、資産運用業務を適正に遂行するために、利害関係人等との取引に関する自主ルールを大要以下のとおり定めています。 

(イ) 基本原則 

本投資法人又は本投資法人が保有する信託受益権の信託財産たる不動産、不動産の賃借権、地上権、当該不動産に設置された再生可能エネルギー発電設

備及びこれに付帯する設備並びに不動産、不動産の賃借権若しくは地上権、当該不動産に設置された再生可能エネルギー発電設備及びこれに付帯する設備

を信託する信託受益権（以下、（ハ）において「対象資産」と総称します。）を保有する者（以下「本投資法人等」といいます。）と利害関係人等との間で

取引を行う場合（以下 a.から g.までに掲げる取引（以下「利害関係人等との取引」といいます。）を含みますがこれに限られません。）、金融商品取引法、

投信法、投信法施行令、投信法施行規則及び本管理会社の「利害関係人等取引規程」の定めを遵守するものとします。また、本管理会社の行う運用業務の

内容が利害関係人等との取引に該当する場合は、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に

係る事前審査等、所定の意思決定手続を経るものとします（詳細は、後記「(ニ) 利害関係人等との取引に関する意思決定手続」をご参照ください。）。 

a. 資産の取得 

b. 資産の譲渡 

c. 資産の賃貸 

d. 資産管理業務等の委託 

e. 資産の売買又は賃貸の媒介の委託 

f. 工事等の発注（ただし、1件当たり 100万円未満のものを除きます。） 

g. 資金の調達 

 

(ロ) 利害関係人等の範囲 

「利害関係人等」とは、以下 a.から g.までのいずれかに該当する者をいいます。 

a. 本管理会社及び本管理会社の役職員並びに本管理会社の株主 

b. 前記 a.に該当する者の子会社及び関連会社 

c. 投信法第 201条第 1項、投信法施行令第 123条及び投信法施行規則第 244条の 3に定める利害関係人等 

d. 前記 a.から c.までのいずれかに該当する者が投資顧問契約、投資一任契約若しくは資産運用委託契約を締結している特別目的会社（SPC） 

e. 前記 a.から c.までのいずれかに該当する者が過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っている SPC 

f. 前記 a.から c.までのいずれかに該当する者が、本投資法人への譲渡を前提として、運用資産を一時的に保有させるために、発起人若しくは設立時

株主となって組成した SPC 

g. 前記 a.から c.までのいずれかに該当する者の役職員がその役員の過半数を占める SPC 



26 

 

 

(ハ) 利害関係人等との取引基準 

本投資法人等が利害関係人等との取引を行う場合、以下に定める取引基準に従うものとします。 

a. 資産の取得 

i.  本投資法人等が利害関係人等から対象資産を取得する場合は、利害関係人等でない弁護士（法人を含みます。）、公認会計士（監査法人を含み

ます。）又は不動産鑑定士が算出した評価額（評価額につき一定の範囲がある場合にはその上限）を超えて取得してはならないものとします。た

だし、ここでいう評価額は、対象資産そのものの価格であり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定

資産税等の期間按分精算額等を含みません。 

ii.  前記 i.にかかわらず、利害関係人等が本投資法人等への譲渡を前提に、一時的に SPCの組成を行うなどして対象資産を取得する場合におい

て、当該利害関係人等が当該 SPCの組成等のために負担した費用が存するときは、当該費用を前記 i.の評価額に加算して取得することができる

ものとします。 

iii. 本投資法人等が利害関係人等からその他の特定資産を取得する場合は、時価が把握できるものは時価を上回らないものとし、それ以外は前記

i.及び ii.に準ずるものとします。 

iv.  前記 i.から iii.までに基づき利害関係人等からの特定資産の取得を決定した場合は、本管理会社の「適時開示規程」に従い、直ちに開示する

ものとします。 

 

 

b. 資産の譲渡 

i. 本投資法人等が利害関係人等へ対象資産を譲渡する場合は、譲渡に際して採用した、利害関係人等でない弁護士（法人を含みます。）、公認会計

士（監査法人を含みます。）又は不動産鑑定士が算出した評価額（評価額につき一定の範囲がある場合にはその下限）未満で譲渡してはならない

ものとします。ただし、ここでいう評価額は、対象資産そのものの価格であり、税金、売却費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、

信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。 

ii. 本投資法人等が利害関係人等へその他の特定資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時価を下回らないものとし、それ以外は前記 i.

に準ずるものとします。 

iii. 前記 i.又は ii.に基づき利害関係人等に対する特定資産の譲渡を決定した場合は、本管理会社の「適時開示規程」に従い、直ちに開示するも

のとします。 

 

c. 資産の賃貸 

i. 本投資法人等が利害関係人等へ対象資産を賃貸する場合（本投資法人等が保有する信託受益権の信託財産たる対象資産が利害関係人等に賃貸さ

れる場合を含みます。）又は本投資法人等が利害関係人等に賃貸されている対象資産を取得して当該賃貸借契約を承継する場合（信託財産たる対
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象資産が利害関係人等に賃貸されている信託受益権を取得する場合を含みます。）は、市場実勢及び対象資産の収益性（再生可能エネルギー発電

設備の場合は、その発電量、調達価格、調達期間等）を勘案の上、適正と判断される条件で賃貸し、又はされていなければならないものとしま

す。 

ii.  前記 i.に基づき利害関係人等に対する賃貸を決定した場合は、本管理会社の「適時開示規程」に従い、直ちに開示するものとします。 

 

d. 資産管理業務等の委託 

i. 本投資法人等の所有する資産（本投資法人が保有する信託受益権の信託財産を含みます。）について利害関係人等へ資産管理業務等を委託する

場合は、当該利害関係人等が管理業務委託先としての諸条件（ノウハウ、実績、信用等）を具備していることを前提とし、役務の内容、業務量及

び市場水準等を踏まえた手数料の適切性を総合的に検討し、必要に応じて委託料の減額交渉等を行った上で決定するものとします。 

ii. 利害関係人等が既に資産管理業務等を行っている資産を取得する場合（利害関係人等が既に資産管理業務等を行っている資産を信託財産とす

る信託受益権を取得する場合を含みます。）においても、前記 i.に準じて検討の上、交渉するものとします。 

iii. 前記 i.又は ii.に基づき利害関係人等に対する資産管理業務等の委託を決定した場合は、本管理会社の「適時開示規程」に従い、直ちに開示

するものとします。 

 

e. 資産の売買又は賃貸の媒介委託 

i. 利害関係人等へ対象資産の本投資法人等による売買の媒介を委託する場合は、報酬を宅建業法第 46条に規定する報酬に準じて当該規定の範囲

内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。 

ii. 利害関係人等へ対象資産の本投資法人等による賃貸の媒介を委託する場合は、報酬を宅建業法第 46条に規定する報酬に準じて当該規定の範囲

内とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。 

iii. 前記 i.又は ii.に基づき利害関係人等に対する媒介の委託を決定した場合は、本管理会社の「適時開示規程」に従い、直ちに開示するものと

します。 

 

f. 工事等の発注 

i. 利害関係人等へ本投資法人等の所有する資産（本投資法人が保有する信託受益権の信託財産を含みます。）について工事等を発注する場合（た

だし、1件当たり 100万円未満のものを除きます。）は、利害関係人等以外の第三者の見積価格を取得した上で、工事等の内容等に鑑み、当該利害

関係人等の提示した見積価格が当該第三者の提示した見積価格の水準と著しく乖離していない場合に限り、当該利害関係人等に対し工事の発注を

行うことができるものとします。 

ii. 前記ⅰ.にかかわらず、(a)対象資産固有の事情等による特殊な工事等であるため、第三者の見積価格を取得することが実務上困難である場

合、(b)継続的な工事等であって、工事等を行う業者の変更が責任の所在を不明確にするおそれがある場合等については、第三者の見積価格を取

得することなく、当該工事等の市場価格の水準に十分留意した上で、利害関係人等に対し工事等の発注を行うことができるものとします。 
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iii. 前記 i.又は ii.に基づき利害関係人等に対して工事等の発注を行う場合、工事別に期ごとに資産運用報告において開示するものとします。 

 

(ニ) 利害関係人等との取引に関する意思決定手続 

本管理会社が、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき行う運用業務の内容が利害関係人等との取引に該当する場合には、「利害関係人等取引規

程」及び「業務分掌規程」の定めるところにより、以下 a.から d.までの手続に基づき、意思決定を行います。 

a. 資産運用部、資産管理部又は財務経理部の担当者（以下、本（二）において「起案部」と総称します。）は、当該運用業務の内容が利害関係人等

との取引に該当する場合には、事前にコンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に関す

る審査・承認を経た上で、当該利害関係人等との取引を議案としてコンプライアンス委員会に上程します。 

b. コンプライアンス委員会は、主としてリスク及びコンプライアンスの観点から前記 a.により上程された議案の審議を行い、必要と認めるときは、

起案部に差戻しを行います。コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反、社内規程違反、その他のコンプライア

ンス上の問題があると判断した場合には、コンプライアンス委員会の審議又は決議の中止を命じることができます。当該議案は、コンプライアンス

委員会の決議が得られた後、投資委員会に上程されます。 

c. 投資委員会は、前記 b.により上程された議案の審議を行い、必要と認めるときは、起案部に差戻しを行います。コンプライアンス・オフィサー

は、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反、社内規程違反、その他のコンプライアンス上の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議

又は決議の中止を命じることができます。当該議案は、投資委員会の決議が得られた後、取締役会に上程されます。 

d. 取締役会は、前記 c.により上程された議案の審議を行い、必要と認めるときは、投資委員会に議案の差戻しを行います。取締役会の決議が得られ

た後（当該利害関係人等との取引が投信法第 201条の 2第 1項に定める投資法人の同意が必要な取引に該当する場合には、さらに本投資法人の役員

会の承諾に基づく本投資法人の同意を得た上で）、本管理会社は当該利害関係人等との取引を実行するものとし、かかる取引は本管理会社の取締役

会で報告されます。 
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                      ＜利害関係人等との取引に関する意思決定フロー＞ 
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（注 1）コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反、社内規程違反、その他のコンプライアンス上の問題があると

判断した場合には、コンプライアンス委員会の審議又は決議の中止を命じることができます。 

（注 2）コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反、社内規程違反、その他のコンプライアンス上の問題があると

判断した場合には、投資委員会の審議又は決議の中止を命じることができます。 

（注 3）利害関係人等との取引が投信法第 201条の 2第 1項に定める投資法人の同意が必要な取引に該当する場合には、投資法人役員会の承諾に基づ

く投資法人の同意が必要です。 

 

② 運用体制の採用理由 

（イ） 利益相反取引に対して本投資法人の執行役員が果たす機能について 

本投資法人の執行役員は本管理会社の代表取締役社長を兼任しています。兼職による利益相反関係への態勢については、前記「（１） 投資法人 ② 投

資法人執行役員の管理会社役職員との兼職理由及び利益相反関係への態勢」をご参照ください。 

 

（ロ） 利益相反取引に対する本管理会社の取締役会が果たす機能について 

本管理会社の利害関係人等と本投資法人等との取引においては公正性と透明性の確保が必要であると考え、自主ルールとして「利害関係人等取引規

程」を制定しています。詳細については前記「① 利益相反取引への対応方針及び運用体制」をご参照ください。 

 

（ハ） 投資委員会及びコンプライアンス委員会における外部委員について 

本管理会社の投資委員会及びコンプライアンス委員会においては、それぞれ外部の専門家を委員として取締役会により選任することを投資委員会規程

又はコンプライアンス委員会規程に規定しています。それにより利益相反取引に対する牽制を図るとともに、委員会の意思決定における公正性、客観性

及び妥当性を確保しています。投資委員会及びコンプライアンス委員会の詳細については前記「（２） 管理会社 ③ 投資法人及び管理会社の運用体制 

（ハ）委員会の概要」をご参照ください。 

コンプライアンス委員会の外部委員について  コンプライアンス委員会は、本管理会社と利害関係を有しない本管理会社外の弁護士を委員とし、専門

家の立場から利益相反取引に対する牽制機能を高めています。下記外部委員の兼任・兼職及び本管理会社との取引等はなく、利害関係はありません。な

お、コンプライアンス委員会の外部委員の状況は以下のとおりです。 

 

氏名 略歴 

田中 達也 

 

2002年 10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

2002年 10月 牛島総合法律事務所入所 

2005年 6月 佐藤総合法律事務所入所 

2009年 2月 熊谷・田中法律事務所（現・熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パート

ナー（現任） 
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氏名 略歴 

2014年 1月 竹本容器株式会社 社外取締役 

2015年 6月 株式会社ネクストジェン 社外監査役 

2016年 3月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 

2016年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役（監査等委員） 

2021年 6月 株式会社ガーデン 社外監査役 

2024年 5月 株式会社ガーデン 社外取締役（監査等委員）（現任） 

 

投資委員会の外部委員について  投資委員会は、本管理会社と利害関係を有しない不動産鑑定士又は公認会計士を委員とし、専門家としての知識と経

験等を踏まえた幅広い見地から投資委員会の審議及び決議に参加し、本管理会社の意思決定に対する牽制機能を発揮することが期待されています。下記

外部委員の兼任・兼職及び本管理会社との取引等はなく、利害関係はありません。なお、投資委員会の外部委員の状況は以下のとおりです。 

 

氏名 略歴 

林 幹根 2006年 12月 あらた監査法人（現・PwC Japan 有限責任監査法人） 

2014年 7月 林公認会計士事務所 代表者（現任） 

2016年 1月 かがやき税理士法人 社員税理士 

2016年 1月 かがやきコンサルティング株式会社 執行役員 

2016年 6月 かがやき監査法人 社員 

2020年 7月 かがやきコンサルティング株式会社 取締役 

2022年 9月 かがやき監査法人 代表社員 

2024年 7月 かがやき監査法人 統括代表社員（現任） 

 

（ニ） コンプライアンス・オフィサーについて 

コンプライアンス・オフィサーはコンプライアンスに関する統括責任者であり、コンプライアンス全般に係る企画・立案・推進、社内のコンプライア

ンス体制の整備等の業務を統括します。なお、コンプライアンス・オフィサーの状況は以下のとおりです。 

氏名 略歴 

三澤 祥久 2014年 6月 株式会社アイネットサポート 入社 総務法務部 法務担当 

2015年 7月 株式会社アドバンテック 入社 総務部 

2015年 7月 株式会社クールトラスト（出向）法令遵守部 

2016年 6月 株式会社アドバンテック 総務部 主任 

2018年 6月 株式会社クールトラスト（出向）法令遵守部 法令遵守主担当（コンプライアン

ス・オフィサー） 
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氏名 略歴 

2020年 7月 株式会社アドバンテック 総務部 課長代理 

2020年 10月 株式会社クールトラスト（出向）法令遵守部 

2020年 11月 東京インフラアセットマネジメント株式会社（出向）資産運用部 課長 

2021年 6月 同 入社 コンプライアンス・オフィサー（現任） 

 

 

（４）リスク管理方針及びリスク情報 

① リスク管理方針 

本管理会社は、下記の表のとおり、インフラファンドたる本投資法人の運営を行う上で重要な諸リスクを特定し、管理を行います。 

 

a. 事業リスク 

ⅰ オペレーター及び賃借人の信用リスク 

リスクの特定 ・オペレーター及びオペレーターと運用資産の賃借人が異なる場合の賃借人の財務状況が悪化した場合又は（オ

ペレーターであるか否かを問わず）運用資産の賃借人等が倒産手続等の対象となった場合に、賃貸借契約に基づ

く賃料支払が滞るリスク。 

・オペレーターが、財務状況の悪化や倒産手続等により業務遂行能力を喪失する可能性があり、これにより、再

生可能エネルギー発電設備等の管理・運営等が十分に行われなくなるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・賃借人及びオペレーターの財務状況について、賃貸借契約又はオペレーター業務委託契約においてオペレー

ターに対し必要な財務情報等の提供を義務付ける条項を設け、これに基づき提出された情報等を確認するなどし

てオペレーター選定基準への適合性に関する継続的なモニタリングを行い、当該リスクを把握・認識します。た

だし、上場会社等であって公開情報のみにより十分な情報を入手できる場合には、当該公開情報によりモニタリ

ングを行うことができます。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・オペレーター選定基準に定めるオペレーターの信用に係る基準への抵触をもってリスクリミットとします。 

・オペレーターと運用資産の賃借人が異なる場合の賃借人についてのリスクリミットもこれに準ずるものとしま

す。ただし、十分な倒産隔離措置が講じられた特別目的会社（SPC）が賃借人である場合には、当該賃借人が締

結している関連契約上の債務不履行が生じること又はその具体的可能性が生じたことをもってリスクリミットと

することができます。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・オペレーター選定基準に基づき信用力のあるオペレーターを選定します。 

・リスクリミットへの抵触を賃借人との賃貸借契約又はオペレーターとのオペレーター業務委託契約の解除事由

とし、当該時点における状況を踏まえ、賃貸借契約又はオペレーター業務委託契約の解除及び新たな賃借人又は

オペレーターの選任を検討できるようにします。 
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・賃借人とオペレーターが異なる場合には、原則として、賃借人は倒産隔離措置が講じられた特別目的会社

（SPC）とし、賃借人自身の債務不履行リスク及び倒産リスクを極小化します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・モニタリングの結果、オペレーター又は賃借人の信用リスクに係る当該リスクリミットへの抵触が確認された

場合には、賃貸借契約又はオペレーター業務委託契約の解除及び新たなオペレーター又は賃借人の選任を行うこ

とを検討します。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅱ オペレーターの能力に関するリスク 

リスクの特定 ・運用資産の管理・運営は、オペレーターの能力、経験及び知見（以下本ⅱ及び後記「c. 電気事業者及びオペ

レーターの需要リスク・信用リスク ⅱ. 」において「能力等」といいます。）によるところが大きいため、当

該能力等が不足する場合には、再生可能エネルギー発電設備等が適切に管理・運営されないこととなるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・オペレーターの運営状況について、オペレーターとのオペレーター業務委託契約（オペレーターが賃借人を兼

ねる場合は賃貸借契約を含みます。以下本ⅱ.及びⅲ.において同じです。）においてオペレーターに対し必要な

運営実績及び組織体制等に係る情報等の提供を義務付ける条項を設け、これらに基づき提出された情報等（再生

可能エネルギー発電設備の運営事業に係る売上高、出力、発電設備についてモニタリングするための組織、運営

業務に携わる人員の人数及び責任者の地位にある者の業務経験等を含みます。）を確認するなどしてオペレー

ター選定基準への適合性に関する継続的なモニタリングを行い、当該リスクを把握・認識します。ただし、上場

会社等であって公開情報のみにより十分な情報を入手できる場合には、当該公開情報によりモニタリングを行う

ことができます。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・オペレーター選定基準に定めるオペレーターの能力等に係る基準への抵触をもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・オペレーター選定基準に基づき能力等のあるオペレーターを選定します。 

・リスクリミットへの抵触をオペレーターとのオペレーター業務委託契約の解除事由とし、当該時点における状

況を踏まえ、オペレーター業務委託契約の解除及び新たなオペレーター（従前のオペレーターが賃借人を兼ねる

場合は新たな賃借人を含みます。以下本ⅱ.において同じです。）の選任を検討できるようにします。 

・再生可能エネルギー発電設備の保守管理等の業務については、オペレーターとは別の O&M業者に委託します。 

・オペレーターの能力等に関するリスクが顕在化した場合に、新たなオペレーターと契約を締結するまでの間に

賃料の支払が滞ること等による本投資法人への悪影響を低減するため、事前の計画に基づき、本投資法人は一定

以上の金額を積み立てるものとします。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・モニタリングの結果、オペレーターの能力等に関するリスクに係る当該リスクリミットへの抵触が確認された

場合には、オペレーター業務委託契約の解除及び新たなオペレーターの選任を行うことを検討します。 

その他 ・該当事項はありません。 
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ⅲ 再生可能エネルギー発電設備の事業計画認定が取り消されるリスク 

リスクの特定 ・固定価格買取制度の適用を受けるためには、再生可能エネルギー発電設備に係る事業計画認定を受ける必要が

あるところ、事業計画が認定基準に適合しなくなり、事業計画認定が取り消されるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・事業計画認定の取消事由の発生の有無及び内容、取り消される可能性の程度並びに取消事由解消の見通しの有

無及び程度を、オペレーター等を通じてモニタリングします。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・事業計画認定の取消事由が生じ、所定の期限内にこれを解消する見込みが立たない状態になる等、事業計画認

定が取り消される具体的なおそれが生じることをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、事業計画認定が取り消されるおそれのないことを個別に確認しま

す。 

・再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守を適切に行うことができる O&M業者を選任することにより適切な

メンテナンス体制を維持することで、事業計画認定の取消事由が生じないようにします。 

・オペレーター業務委託契約上、オペレーターが事業計画認定に係る事項の変更を行おうとする場合には予めそ

の旨を通知させ、また、変更が生じた場合には直ちにその旨を通知させるとともに、オペレーター業務委託契約

において、法令に従って変更に関する認定申請又は軽微な変更に関する届出が行われることを義務付けます。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・事業計画の認定の取消事由が生じた場合又はその具体的な可能性が生じた場合には、オペレーター等を通じて

可能な限り早期に取消事由を解消することに努めます。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅳ 事故・災害による投資対象資産の毀損、滅失又は劣化のリスク 

リスクの特定 ・再生可能エネルギー発電設備等においては、電気工作物の使用等の危険性のある活動が行われ、又は強風等に

よる太陽光パネルや風車の破損、洪水によるダム・堰の決壊等、各再生可能エネルギー発電設備等に特有の事故

等が発生する可能性があり、運用資産においてかかる事故等が発生した場合、再生可能エネルギー発電設備等が

滅失、劣化又は毀損し、一定期間の不稼働を余儀なくされるリスク。 

・火災、地震、液状化、津波、火山の噴火・降灰、高潮、強風、暴風雨、積雪、大雨、洪水、落雷、竜巻、土砂

災害、戦争、暴動、騒乱、テロ等又は第三者による盗難、損壊行為等の不法行為若しくは動植物による被害によ

り再生可能エネルギー発電設備等が滅失、劣化又は毀損し、その価値が悪影響を受けるリスク。 

・再生可能エネルギー発電設備は、いずれも十分な期間の操業記録がなく、経年劣化や将来にわたる故障の発生

率等の正確な予測が困難であることから、実際の発電量が想定を下回るリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・取得前に、運用ガイドラインに定めるデュー・ディリジェンス基準に基づきデュー・ディリジェンスを行い、

公正かつ調査能力と経験があると認められる第三者専門機関からテクニカルレポート（土壌調査に関するレポー

トを含みます。）及び地震リスク評価（PML）レポートを取得し、耐震性能判断その他事故・災害における投資対

象資産の毀損等のリスクの有無及び程度を検証し、取得の是非を判断します。 

リスクリミット ・本投資法人による借入債務その他の債務の弁済に支障を及ぼすことをリスクリミットとします。 
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（リスク発見時に想定される事項） 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・賃貸借契約又はオペレーター業務委託契約上、設備の維持管理計画（長期修繕計画を含みます。）を賃借人又

はオペレーターに立案させ、当該計画に基づいた維持管理を行うことを義務付けます。 

・投資対象資産には事故・災害による毀損等のリスクに対応するため、運用ガイドラインに定める付保方針に従

い、損害保険、利益保険等を付保します（一定の支払上限、免責金額等の制限がかかる場合があります。）。劣化

のリスクについては、取得時に、EPC業者又は再生可能エネルギー発電設備を構成する部品のメーカー等が負う

保証責任又は担保責任等の追及の可否を確認した上で、それを踏まえた投資判断を行い、取得後は、運用ガイド

ラインの定めに従い策定された計画に従い適切に再生可能エネルギー発電設備の修繕及び資本的支出を行いま

す。さらに、賃貸借契約、O&M契約等において、適切な保守・管理を義務付けるとともに、期中の発電量、売電

収入、再生可能エネルギー発電設備等の適切な管理及び修繕の実施等の定期的な報告義務並びに事故・災害が生

じた場合の報告義務を規定し、当該リスクを適時に把握・認識できる態勢を構築します。 

・公正かつ調査能力と経験があると認められる第三者専門機関からテクニカルレポートを取得する等、取得時に

おける可能な限り最新の経年劣化や将来にわたる故障の発生率等のデータを入手し、より正確な予想を行うこと

ができるように努力します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・事故・災害による投資対象資産の毀損、滅失及び劣化が生じた場合には、保険又は瑕疵担保に基づく権利行使

が可能な場合にはこれを行うとともに、修繕を行うことが経済的に合理性を有すると判断した場合には、適切な

時期（可能な範囲で早期）に修繕を行います。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅴ 発電事業者たる賃借人との賃貸借契約の終了に関するリスク 

リスクの特定 ・賃借人が賃貸借契約において解約権を留保している場合や賃借人又はオペレーターが破たんした場合等におい

て、契約期間中に賃貸借契約が終了したとき、又は賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされないときに、

新たな賃借人との間の新規の賃貸借契約を締結するまでの間の賃料が得られないリスク。 

・上記の場合において、既存の賃借人が、新たな賃借人へ事業計画認定上の発電事業者たる地位並びに買取電気

事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位を移転させることに協力せず、又は買取電気事業者及び接続電

気事業者の承諾が得られないことにより、新しい事業計画認定の取得又は新規の接続契約の締結時点における、

当初よりも低い調達価格が適用されるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・一義的には、オペレーター及び賃借人の信用リスクと同様の方法により把握・認識を行います。 

・賃貸借契約又はオペレーター業務委託契約においてオペレーターに対し必要な財務情報等の提供を義務付ける

条項を設け、これに基づき提出を受けた財務情報等を確認するなどしてモニタリングを行い、賃借人又はオペ

レーターの財産的基盤を把握・認識の上で、賃借人又はオペレーターの破たんその他の事由により賃貸借契約が

終了し、又は更新されないおそれを認識します。 
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リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・賃借人又はオペレーターが破たんした場合等において、新たな賃借人へ事業計画認定上の発電事業者たる地位

並びに買取電気事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位を移転させることができず、既存の事業計画認

定が取り消され、又は契約関係が終了する具体的おそれが生じることをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・新たな賃借人の選任に備えて、予め円滑な賃借人の地位の承継を行うための手続（例えば、事業計画認定上の

発電事業者たる地位並びに買取電気事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位の移転に関する地位譲渡予

約並びに買取電気事業者若しくは接続電気事業者の承諾の取得等）を講じることを検討します。 

・新たな賃借人との間の新規の賃貸借契約を締結するまでの間に賃料が得られないこと等による本投資法人への

悪影響を低減するため、事前の計画に基づき、本投資法人は、自ら又は設備保有信託をして一定以上の金額を積

み立て、又は積み立てさせるものとします。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・リスクを認識・把握した段階で、賃借人又はオペレーターと事業計画認定上の発電事業者たる地位並びに買取

電気事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位の移転につき、事前に地位譲渡予約及びその承諾等が得ら

れている場合には、賃借人又はオペレーターの交代を早急に検討し、状況に応じて交代を行います。事前に地位

譲渡予約及びその承諾等が得られていない場合には、早急に地位譲渡及びその承諾等に関する交渉を行います。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅵ O&M業者、EPC業者又はメーカーに関するリスク 

リスクの特定 ・再生可能エネルギー発電設備の維持管理・運営については、実際の維持管理・運営を委託する O&M業者の業務

遂行能力に大きく依拠するため、当該 O&M業者における人的・財産的基盤が不十分であり、又は将来にわたって

維持されない場合には、再生可能エネルギー発電設備が適切に維持管理・運営されないこととなるリスク。 

・O&M業者が、他の顧客から当該他の顧客の再生可能エネルギー発電設備の維持管理・運営業務を受託し、本投

資法人の再生可能エネルギー発電設備に係る O&M業務と類似又は同種の業務を行う場合において、当該 O&M業者

が本投資法人以外の顧客の利益を優先することにより、本投資法人の利益を害するリスク。 

・欠陥、瑕疵等又は再生可能エネルギー発電設備の劣化等に備えて、再生可能エネルギー発電設備の所有者又は

オペレーターが EPC業者又はメーカーに対して、表明保証責任、瑕疵担保責任又はメーカー保証の履行を求める

権利を有する場合において、当該 EPC業者又はメーカーが解散し、又は無資力になることにより当該権利の実効

性が失われることとなるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・公開情報又は賃貸借契約若しくは O&M業者等との契約上の条項等に基づき業務体制（人的体制を含みます。以

下本ⅵ.において同じです。）及び財務に関する情報を確認するなどしてモニタリングを行い、O&M業者等の人

的・財産的基盤を把握・認識します。EPC業者又はメーカーの無資力リスクに対しては、表明保証責任、瑕疵担

保責任又はメーカー保証の履行を求める権利の有効期間において、その財務に関する公開情報を確認するなどし

てモニタリングを行い、EPC業者又はメーカーが無資力となるおそれを把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・O&M業者、EPC業者又はメーカーの破たん、解散、無資力により、満足な維持管理・運営、権利実行への重大

な悪影響が生じることをもってリスクリミットとします。 
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リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・O&M業者の業務体制の変更がある際には予め又は遅滞なく変更後の業務体制の内容について報告を受けるよう

にします。 

・再生可能エネルギー発電設備の保守管理等の費用を想定以上に本投資法人が負担することとなった場合に、当

該費用の支払に充てる資金を適時に準備又は調達することを目的として、事前の計画に基づき、本投資法人は、

自ら又は設備保有信託の受託者等をして一定以上の金額を積み立てます。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・モニタリングの結果、O&M業者のリスクの顕在化のおそれが確認された場合には、O&M契約の解除及び新たな

O&M業者の選任を行うことを検討します。EPC業者又はメーカーが無資力となるおそれを確認した場合には、担

保の設定その他の権利保全のための方法を検討します。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅶ. 境界の未確定のリスク 

リスクの特定 ・事業用地の隣接地所有者から境界確定同意が取得できない又は境界標の確認ができないまま事業用地を取得し

た場合に、境界に関して紛争が生じ、境界確定の過程で所有敷地の面積が減少することにより、運用資産の運営

に不可欠の土地が隣接地所有者の所有に属する等の問題が発生する可能性があるリスク。また、訴訟費用及び損

害賠償責任の負担を余儀なくされる等、事業用地等について予定外の費用又は損失を負担する可能性があるリス

ク。さらに、これらの事象が生じなかったとしても、境界未確定の事実が事業用地等処分の際の障害となる可能

性があるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・再生可能エネルギー発電設備取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、その事業用地の境界確定の状況につ

いて個別に確認を行います。 

リスクリミット ・事業用地の隣接地所有者から境界確定同意が取得できない又は境界標の確認ができないことに起因して紛争が

生じ、それによって運用資産の運営に悪影響を及ぼすことをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・境界に関するリスクが低いと判断できる事業用地に限って投資を行うことで、境界未確定のリスクによる悪影

響が生じる可能性を低減します。 

境界に関するリスクが低いと判断できる場合としては、例えば、以下のような場合があります。 

(a) 発電設備用地全体について、隣地との境界が確定している場合（原則）。 

(b) 発電設備用地と隣地との境界の全部又は一部が確定していない場合であって、以下のいずれかに該当する場

合（例外）。 

(ⅰ) 境界の確定がされていないことについての合理的な理由があり、かつ、事業用地の隣地の所有者等との間

で、境界に関する紛争又は認識の不一致が確認されない等により、将来の境界の変更の可能性がない又は低いと

合理的に判断できる場合（隣地が国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる団体（地方公社等）が所有してい

ると思料される道路、河川、水路、公園等の公共施設に係る土地である場合を含みますがこれらに限りませ

ん。）。 
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（ⅱ） 事業用地について測量が実施されており、かつ、隣地の所有者等との間で境界に関する紛争が生じてい

ない場合。 

（ⅲ） 事業用地の隣地との境界と事業用地内の再生可能エネルギー発電設備（例えば、太陽光発電設備の場合

においては、アレイ（太陽光パネルの列））との間に十分な距離が確保されており、境界が事業用地の外縁から

相当程度後退した場合であっても、再生可能エネルギー発電設備の撤去又は移設等が必要とならないことが見込

まれる場合。 

（ⅳ） 再生可能エネルギー発電設備等に係る売買契約その他の契約において、隣地との境界が確定していない

箇所について、将来の境界変更があった場合に再生可能エネルギー発電設備に生じる損失及び費用を売主その他

の第三者に負担させることが合意されており、当該損失及び費用を本投資法人が負担する可能性がない又は低い

と合理的に判断できる場合。 

（ⅴ） 事業用地の隣地の所有者が事業用地の所有者と同一の場合で、境界に関する紛争又は認識の不一致が確

認されない場合。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・事業用地の隣接地所有者から境界に関する苦情やクレームがなされる等、当該隣接地所有者との間で境界に関

する紛争が生じ得る兆候が見られた場合は、賃借人、オペレーター又は O&M業者等を通じて、早期に対応し、紛

争の発生を未然に防ぎます。 

・仮に、当該隣接地所有者との間で境界に関する紛争が生じてしまった場合には、運用資産の運営に悪影響のな

い態様での解決を図ります。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

b. 市況、景気、需要変動リスク 

ⅰ インフレにより売電価格の価値が実質的に低下すること等によるリスク 

リスクの特定 ・固定価格買取制度の下では、再生可能エネルギー電気の調達価格は、調達期間にわたり固定されているため、

インフレにより他の物価が上昇した場合、売電価格の価値が実質的に低下し、再生可能エネルギー発電設備の価

格が実質的に低下するリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・インフレに関する経済動向を注視することにより当該リスクを把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・インフレによって売電価格の価値が実質的に著しく低下した場合（例えば、従前の売電価格よりも新規の売電

価格の額面が著しく高い場合等）等をもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・インフレに伴い調達価格が相当程度上昇した場合には、低額の調達価格が適用される既存の保有資産の売却を

検討するとともに、継続的に直近の調達価格が適用される資産を取得するよう努めることにより、インフレの影

響を低減します。 

・インフレが生じた場合には、本投資法人は、賃借人又はオペレーターをして売電先を変更させることに向けた

検討を行うものとします。 
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リスク発現時のリスク削減方法 ・インフレ等の影響により、収益力が損益分岐点を下回り、又は使用価値がその投資額を下回ると判断される資

産については、売電先の変更を賃借人若しくはオペレーターに要請し、又は当該資産の売却、入替え等による収

益の向上を図ります。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅱ 借入れ及び投資法人債の金利に関するリスク 

リスクの特定 ・固定価格買取制度の下では、再生可能エネルギー電気の調達価格は、調達期間にわたり固定されているため、

借入時及び投資法人債発行時の市場動向等によって金利水準が上昇した場合や、変動金利の場合はその後の市場

動向等により金利が上昇した場合に、基本的な収益は変わらないにもかかわらず利払額が増加するリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・金利水準の変動を中心とした経済動向に注視することにより当該リスクを把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・変動金利の支払額が増加し、投資主に対する利益分配が 2営業期間連続して不可能となることをもってリスク

リミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・運用ガイドラインに定める財務方針に従い、金利変動リスクの軽減を図るため、長期・短期の借入期間、固

定・変動の金利形態等のバランスを図ります。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・原則として、金利スワップ契約又は金利キャップ契約等を締結することにより変動金利の実質的固定化を図り

ます。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅲ 技術革新等により、本投資法人の保有する再生可能エネルギー発電設備の需要が低減するリスク 

リスクの特定 ・技術革新等により、発電の変換効率が向上する等して発電コストが低下した結果、本投資法人の保有する再生

可能エネルギー発電設備のセカンダリー取引市場における価格が低下し、当該再生可能エネルギー発電設備の価

値が下落するリスク。ただし、本投資法人は原則として短期的な資産の売却は行わない方針であるため、当該リ

スクが顕在化する可能性は限定的です。 

リスクの把握・認識方法 ・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が発表する公開情報等により情報を収集し、

発電設備の技術革新等について把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備の資産価値が無価値となることをもってリスクリミットと

します。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・下記「その他」欄に記載のとおりです。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・下記「その他」欄に記載のとおりです。 

その他 ・本リスクについては、最終的には流動性リスクに収斂されるため、別個の管理対象とはせず、下記「流動性リ

スク」において管理を行います。 
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c.  電気事業者及びオペレーターの需要リスク・信用リスク 

ⅰ 電気事業者の需要リスク・信用リスク 

リスクの特定 ・固定価格買取制度の下では、電気事業者は、調達価格により再生可能エネルギー電気を調達する特定契約の締

結が義務付けられており、現行の電気事業者による特定契約が何らかの理由により終了したとしても、他の電気

事業者との間で特定契約の締結を求めることができるため、需要者（利用者）は限定されていません。 

リスクの把握・認識方法 ・下記「その他」欄に記載のとおり。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・下記「その他」欄に記載のとおり。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・下記「その他」欄に記載のとおり。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・下記「その他」欄に記載のとおり。 

その他 ・本リスクについては、別個の管理対象とはせず、後記「e. 制度変更リスク」において管理を行います。 

 

ⅱ 発電事業者の需要リスク・信用リスク 

リスクの特定 本投資法人は自ら又は設備保有信託の受託者を通じて再生可能エネルギー発電設備等を賃借人 SPCに賃貸して運

用するところ、かかる賃借人 SPCの業務運営管理するオペレーターを見出す必要が発生するリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・該当事項はありません。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・オペレーター選定基準に定めるオペレーターの信用及び能力等に係る基準への抵触をもってリスクリミットと

します。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・調達期間を勘案して、実務上可能な限り、オペレーター業務委託契約の契約期間を長期にし、かつ、オペレー

ターの選択による同契約の解約を制限します。 

 

リスク発現時のリスク削減方法 ・モニタリングの結果、オペレーター業務委託契約が終了し新たなオペレーターを選任する必要があると考えら

れる場合には、予め新たなオペレーターとなるべき者を検討し、交渉するとともに、オペレーターの地位の承継

を行うための手続に関する交渉を行います。 

その他 ・該当事項はありません。 
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d. 流動性リスク 

ⅰ 再生可能エネルギー発電設備等を処分できないリスク 

リスクの特定 ・再生可能エネルギー発電設備等の取引市場は未成熟であり、再生可能エネルギー発電設備等の流動性は低い状

況にあるため、必ずしも処分を希望した再生可能エネルギー発電設備等を処分することができるとは限らず、ま

た、処分が可能であったとしても、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で処分できないリス

ク。 

リスクの把握・認識方法 ・再生可能エネルギー発電設備等の取引市場や取引事例に関する情報を継続的に収集・分析し、再生可能エネル

ギー発電設備等を取り巻く経済的状況や当該市場の成熟度を注視することにより当該リスクを把握・認識しま

す。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・再生可能エネルギー発電設備等を処分する必要が認められるにもかかわらず、当該処分を適時に適正価格で実

行することができない具体的なおそれが生じることをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・再生可能エネルギー発電設備等の取引市場やその市場における取引事例に関する情報を継続的に収集・分析

し、保有する再生可能エネルギー発電設備の調達期間等を考慮の上で、適切な売却時期を検討します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・再生可能エネルギー発電設備等を処分できないリスクが発現した場合又はその具体的可能性が生じた場合に

は、再生可能エネルギー発電設備の処分以外の資金調達の方法や運用方法を検討し、当該リスクによる本投資法

人への悪影響を回避する措置を講じるよう努めます。 

その他 ・運用ガイドラインに定める売却方針として、原則として短期的な資産の売却は行いません。 

 

ⅱ 資金繰りに悪影響を及ぼすリスク 

リスクの特定 ・弁済期の到来した借入れ又は投資法人債の借換えを行うことができない場合であって、希望した価格その他の

条件で運用資産たる再生可能エネルギー発電設備等の処分ができないときに、資金繰りがつかなくなるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・弁済期前の早期の時期から、借入れについては既存の貸付人との間で借換えの協議を始めて借換えの可能性や

条件等を把握し、投資法人債については投資法人債市場の動向を調査し起債の可能性や条件等を把握し、当該リ

スクを把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・LTVは、原則として 60%以下を目安として管理を行います。ただし、新たな再生可能エネルギー発電設備関連

資産の取得等に伴い、一時的に 60%を超えることがあります。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・運用ガイドラインに定める財務方針に従い、返済期限や調達先の分散を志向します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・資金繰りへの悪影響を与える事象の発生が見込まれる場合には、早期に追加の借入枠設定又は随時借入れ予約

契約の締結を行うように努めます。 

その他 ・該当事項はありません。 
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e. 制度変更リスク 

ⅰ 固定価格買取制度の変更又は廃止に関するリスク 

リスクの特定 ・固定価格買取制度を取り巻く情勢の変化により、現在の制度が変更又は廃止され、かかる変更又は廃止の結

果、発電事業自体は継続できるとしても、従前と同様の条件で安定的かつ継続した売電収入を得ることができな

くなり、又は、新たな規制を遵守するために太陽光発電設備等の運営・維持管理に要する費用等が増加し、その

結果、本投資法人が収受する賃料収入が減少等するリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・法制度の改正動向に注視することにより当該リスクを把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・法制度の変更により採算性その他の経済的条件が変化し、発電事業の継続可能性が失われる具体的なおそれが

生じることをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・新たな制度をできるだけ早期に把握し、スポンサーサポート契約に基づきメインスポンサーである株式会社ア

ドバンテック及び株式会社クールトラストの助言等も得て対応方法を検討します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・事業に悪影響を与える制度改正が見込まれる場合には、新しい制度に適合する新しい事業モデルを早期に検討

します。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅱ 導管性の維持に関するリスク 

リスクの特定 ・現時点においては、最長でも再生可能エネルギー発電設備の貸付を最初に行った日以後 20年を経過した日ま

での間に終了する各事業年度しか導管性要件を満たすことはできないと見込まれるなか、この期間中について

も、今後、法律の改正その他の要因により導管性要件を満たすことができない営業期間が生じるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・法制度の改正動向に注視することにより当該リスクを把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・法制度の変更により採算性その他の経済的条件が変化し、発電事業の継続可能性が失われる具体的おそれが生

じることをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・新たな制度をできるだけ早期に把握し、スポンサーサポート契約に基づきメインスポンサーである株式会社ア

ドバンテック及び株式会社クールトラストの助言等も得て対応方法を検討します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・新しい制度に適合する新しい事業モデルを早期に検討します。 

その他 ・該当事項はありません。 
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f. 共同投資者に係るリスク 

 

リスクの特定 ・他の共同投資者の意向等に影響を受けることにより、運用資産等の収益状況が変動するリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・運用ガイドラインに定めるポートフォリオ構築方針に従い、再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象

とし、運用ガイドラインに定めるデュー・ディリジェンス基準に基づき、(準)共有持分の場合には、他の(準)共

有者の属性についてその適切性を確認します。間接投資における共同投資者についても同様の確認を行います。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・運用ガイドラインに定める運用ができないことをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・当該共同投資を行うに際し、共同投資者との間の合意書等により、予め本投資法人の運用に重大な支障を生じ

させるおそれがある共同投資者の権利がないことを確認し、もしかかる権利が存在する場合には、当該権利の存

在を考慮して運用資産等の取得を検討します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・重大な支障が生じた場合には、運用資産等の収益状況に鑑み、当該運用資産等の処分又は共同投資者の運用資

産等に対する権利を取得することを検討します。 

その他 ・本リスクについては、共同投資家が存在する場合に限り、管理を行います。 
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g. その他のリスク 

ⅰ 新投資口の発行、借入れ等による資金調達に関するリスク 

リスクの特定 ・新投資口の発行、借入れ等及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の本投資口の市場価格、本

投資法人の経済的信用力、金利情勢、上場インフラファンド市場その他の資本市場の一般的市況その他の要因に

よる影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件で新投資口の発行、借入れ等を行うことができ

ず、その結果、予定した資産を取得できなくなる等の悪影響が生じるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・本投資法人の本投資口の市場価格、本投資法人の経済的信用力、金利情勢、上場インフラファンド市場その他

の資本市場の一般的市況その他の要因として合理的と判断される市場の各種指標（東証インフラファンド指数、

東証 REIT指数、又は TIBORを含みますが、これに限られません。）を継続的に調査し、本投資法人による資金の

調達が困難であると予想される時期における資金需要を予め予想してリスクを把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・LTVは、原則として 60%以下を目安として管理を行います。ただし、新たな再生可能エネルギー発電設備関連

資産の取得等に伴い、一時的に 60%を超えることがあります。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・運用ガイドラインに定める財務方針に従い、返済期限や調達先の分散を志向するほか、機動的な資金調達を目

的として事前の借入枠設定又は随時借入れ予約契約の締結を必要に応じて検討します。また、物件取得や借入れ

に際しては、エクイティによる資金調達が困難な場合でも、必要な資金調達に支障が生じないよう配慮します。

これらの財務戦略に沿った資金調達を可能とする資産のポートフォリオを構築します。また、フォワード・コ

ミットメントを行う際には、フォワード・コミットメント等に係る規則に従い、その取得資金の調達にあたって

は、市場動向等を慎重に分析した上で、十分な余裕をもって資金調達の方針を固めるものとします。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・分析した市場動向等に照らし、本投資法人の資金需要を、新投資口の発行、借入れ等による資金調達以外の方

法での資金調達によっては満たすことができないと予想された場合には、早期に追加の借入枠設定又は随時借入

れ予約契約の締結を行うように努めます。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅱ 利益相反に関するリスク 

リスクの特定 ・アドバンテックグループ（アドバンテックの関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和 38年大蔵省令第 59号）第 8条第 8項に定める意味に拠ります。）をいい、本管理会社を除きます。以下

同じです。）が、本投資法人又は本管理会社との間で取引等を行う場合、アドバンテックグループの利益のため

に、本投資法人の投資主の利益に反する行為が行われる可能性があり、その場合には、本投資法人の投資主に損

害が発生するリスク。 

・本投資法人又は本管理会社とアドバンテックグループとが、特定の資産の取得、賃貸借、管理運営、処分等に

関して競合する可能性やその他利益相反が問題となる状況が生じるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・投信法、金融商品取引法等の法令及び利害関係人等取引規程等の社内規程に従います。 

リスクリミット ・利益相反取引は、法令及び利害関係人等取引規程等の社内規程に適合する限度で認められるものとします。 
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（リスク発見時に想定される事項） 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・利益相反取引に適用のあるルールを遵守して投信法上及び利害関係人等取引規程上の利害関係人等との取引を

行い、本投資法人の投資主に不利益となる取引は行いません。 

・メインスポンサーであるアドバンテック及びクールトラストに対し、スポンサーサポート契約に基づき本投資

法人に対する出資を行うことを要請し、本投資法人と利害を一致させることによって、本投資法人の投資主に不

利益となる取引を行うインセンティブを軽減します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・利益相反取引を行うこととなる場合には、法令及び社内規程等に従い、手続面及び実体面の双方から、投資主

に不利益な取引が行われないようにします。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

ⅲ 再生可能エネルギー発電設備の工作物責任に関するリスク 

リスクの特定 ・設備保有信託の受託者が保有する再生可能エネルギー発電設備の瑕疵によって他人に損害を与えた場合に、設

備保有信託の受託者が当該瑕疵のある再生可能エネルギー発電設備の所有者として当該他人に対して賠償責任を

負担する結果、本投資法人が設備保有信託の受益者として当該賠償を行うこととなるリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・オペレーター及び O&M業者を通じて再生可能エネルギー発電設備の管理、維持状況を確認し、瑕疵の有無を把

握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定される事項） 

・再生可能エネルギー発電設備の瑕疵に基づく損害賠償義務の負担その他により、本投資法人の運用に重大な悪

影響を生じさせることをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・オペレーター及び O&M業者を通じて再生可能エネルギー発電設備に瑕疵が生じない又は治癒できるように最大

限努力します。 

・賃貸借契約、O&M契約、EPC契約等の再生可能エネルギー発電設備の取得又は維持・管理に関する契約におい

て、当該再生可能エネルギー発電設備の瑕疵に起因して発生した第三者に対する工作物責任について、各契約当

事者間で分配して引き受けるように交渉を行います。 

・当該再生可能エネルギー発電設備の瑕疵に起因して発生した第三者に対する工作物責任について、運用ガイド

ラインに定める付保方針に従い、損害賠償保険等の付保を検討します。 

リスク発現時のリスク削減方法 ・再生可能エネルギー発電設備の瑕疵であって、工作物責任を生じさせる可能性が一定程度以上あるものについ

ては、かかる可能性の大小に応じて適切な時期に（ただし、第三者の生命又は身体に深刻な危険を生じさせるも

のについては直ちに）治癒します。 

その他 ・該当事項はありません。 
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ⅳ 設備保有信託の信託受託者に関するリスク 

 

リスクの特定 ・信託財産について必要な対抗要件を具備しない状態で設備保有信託の受託者について倒産手続等が開始された場合には、再生可

能エネルギー発電設備等が信託財産であることを破産管財人等に対抗できず、破産財団等に属するものとして取り扱われてしまう

リスク。 

・設備保有信託の受託者が、信託業務を行うにあたって遵守すべき忠実義務、善管注意義務その他の義務に違反し、本投資法人が

不測の損害を被るリスク。 

リスクの把握・認識方法 ・信託財産について必要な対抗要件が具備されているかどうかを定期的にモニタリングします。 

・公開情報又は信託契約等に基づき設備保有信託の受託者に係る業務体制及び財務に関する情報を確認するなどしてモニタリング

を行い、その人的・財産的基盤を把握・認識します。 

リスクリミット 

（リスク発見時に想定され

る事項） 

・設備保有信託の受託者の破たん、解散、無資力や、設備保有信託の受託者に対する業務改善命令その他の行政処分又はこれに準

じる事由の発生により、満足な維持管理・運営、権利実行への重大な悪影響が生じることをもってリスクリミットとします。 

リスク低減の方策 

（リスクへの対処方針） 

・信託財産について必要な対抗要件を具備するようにします。 

・設備保有信託の受託者の業務体制の変更等がある際には予め又は遅滞なく変更後の業務体制の内容等について報告を受けるよう

にします。 

リスク発現時のリスク削減

方法 

・モニタリングの結果、設備保有信託の受託者のリスクの顕在化のおそれが確認された場合には、信託契約の解除及び新たな設備

保有信託の受託者の選任を行うことを検討します。 

その他 ・該当事項はありません。 

 

② インフラ有価証券又はインフラ関連有価証券の投資方針 

該当事項はありません。 

 

③ リスク情報 

各種リスク要因につきましては、有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 ３ 投資リスク」をご参照ください。 
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３．スポンサー関係者等との取引等 

（１）利害関係人等（注）との取引等 

提出日の最近に終了した営業期間において、本投資法人は、利害関係人等である株式会社クールトラスト、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社及びジェ

イバリュー信託株式会社との間で、以下の取引が発生しました。 

 

（注）本項目において「利害関係人等」とは、投信法で定める利害関係人に加えて、本管理会社の全株主を含みます。  

 

①  取引の種別：太陽光発電設備の修繕 

保有資産の修繕に関する利害関係人等との取引の概要は、以下のとおりです。 

委託先 物件名 修繕費 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI龍ヶ崎太陽光発電所 247千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI牛久太陽光発電所 47千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI鹿沼太陽光発電所 275千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI矢吹太陽光発電所 4,690千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI根室太陽光発電所 2,074千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI中標津太陽光発電所 92千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI霧島太陽光発電所 3,457千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI久野太陽光発電所 305千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI島太陽光発電所 145千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI福井太陽光発電所 1,363千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI龍ヶ崎第二太陽光発電所 47千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI桜太陽光発電所 736千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI伊豆の国太陽光発電所 131千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI大津太陽光発電所 450千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI宮古太陽光発電所 100千円 

株式会社クールトラスト（O&M業者） TI熊牛太陽光発電所 2千円 
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② 取引の種別：太陽光発電設備への保険付保 

保有資産への保険付保に関する利害関係人等との取引の概要は、以下のとおりです。 

名称 物件名 保険料 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI龍ヶ崎太陽光発電所 9千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI牛久太陽光発電所 15千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI鹿沼太陽光発電所 10千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI矢吹太陽光発電所 114千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI釧路太陽光発電所 15千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI根室太陽光発電所 20千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI新見太陽光発電所 8千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI愛南太陽光発電所 8千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI中標津太陽光発電所 9千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI霧島太陽光発電所 129千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI岡山太陽光発電所 18千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI久野太陽光発電所 178千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI島太陽光発電所 311千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI福井太陽光発電所 287千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI龍ヶ崎第二太陽光発電所 774千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI桜太陽光発電所 733千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI常総太陽光発電所 608千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI伊豆の国太陽光発電所 266千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI大津太陽光発電所 315千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI芦北太陽光発電所 1,079千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI宮古太陽光発電所 1,388千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI弟子屈太陽光発電所 1,026千円 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 TI熊牛太陽光発電所 1,095千円 
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③ 取引の種別：信託報酬 

保有資産に関する利害関係人等との取引の概要は以下のとおりです。 

委託先 物件名 信託報酬 

ジェイバリュー信託株式会社 TI根室太陽光発電所 542千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI新見太陽光発電設備 541千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI愛南太陽光発電所 577千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI中標津太陽光発電所 539千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI霧島太陽光発電所 639千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI岡山太陽光発電所 538千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI久野太陽光発電所 457千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI島太陽光発電所 454千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI福井太陽光発電所 454千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI龍ヶ崎第二太陽光発電所 453千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI桜太陽光発電所 449千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI常総太陽光発電所 447千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI伊豆の国太陽光発電所 461千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI大津太陽光発電所 459千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI芦北太陽光発電所 443千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI宮古太陽光発電所 479千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI弟子屈太陽光発電所 443千円 

ジェイバリュー信託株式会社 TI熊牛太陽光発電所 443千円 

 

④ 取引の種別：資産の賃貸（地代） 

保有資産に関する利害関係人等との取引の概要は、以下のとおりです。 

名称 物件名 地代 

株式会社クールトラスト TI釧路太陽光発電所 641千円 

株式会社クールトラスト TI岡山太陽光発電所 3,024千円 
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（２）資産取得等の状況 

※①会社名・氏名、②特別な利害関係にある者との関係、③取得経緯・理由等 

 

提出日の最近に終了した営業期間において、該当事項はありません。 

 

４．その他 

（１）インフラ資産等又はインフラ関連有価証券の価格を評価する者の選定方針及び概要（2025年 12月 31日現在） 

① 選定方針 

再生可能エネルギー発電設備関連資産を取得するに当たり、経済的調査、物理的調査及び法的調査を実施する場合は、法令及び社内規程に従い、公正かつ

調査能力と経験があると認められる第三者専門機関から、バリュエーションレポート、不動産鑑定評価書、テクニカルレポートを取得します。 

また、外部委託規程に基づき、以下のとおり選定基準を定めています。 

 当該委託業務を適切かつ円滑に遂行できる能力を有していること。 

 当該委託業務の遂行を実現する組織体制及び内部管理体制を有していること。 

 法令等を遵守して業務を遂行していること。 

 当該委託業務を行うために十分な財務基盤を有していること。 

 外部委託報酬が業務内容に応じた適切な価格であること。 

 反社会的勢力でないこと。 

 委託業務に個人データの取扱いが含まれる場合には、個人情報保護規程に定める要件を満たすものであること。 

 委託業務に顧客等に関する情報（顧客に関する情報及び法人関係情報（金融商品取引業等に関する内閣府令第 1条第 4項第 14号に規定する法人関

係情報をいいます。））が含まれている場合には、次の要件を満たすものであること。 

(ア) 顧客等に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応じて必要な範囲内に制限することができること。 

(イ) 顧客等に関する情報へのアクセス権限が付与されている役職員及びその権限の範囲を特定することができること。 

(ウ) アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止するため適切な方法によりアクセス管理の徹底を図られているこ

と。 

(エ) 再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っていること。 
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② 概要 

インフラ資産等又はインフラ関連有価証券の価格を評価する者の概要 

資産名称 
インフラ資産等又はインフラ関連有価証券の価格を評価する者の概要 

名 称 住 所 事業内容 選定理由 

 TI龍ヶ崎太陽光発電所 

 TI牛久太陽光発電所 

 TI鹿沼太陽光発電所 

 TI矢吹太陽光発電所 

 TI釧路太陽光発電所 

 TI根室太陽光発電所 

 TI新見太陽光発電所 

 TI愛南太陽光発電所 

 TI中標津太陽光発電所 

 TI霧島太陽光発電所 

 TI岡山太陽光発電所 

PwCサステナビ

リティ合同会

社 

〒100-0004 

東京都千代田区大手町 1-1-1 

大手町パークビルディング

15F 

1. 企業の長期ビ

ジョン及びサス

テナビリティ・

CSR戦略策定の

コンサルティン

グ 

2. 再生可能エネル

ギーファンドの

組成、評価など

のアドバイザ

リー 他 

同社は、再生可能エネルギーファンドの組成・

評価等のアドバイザリー業務において、豊富な

経験と実績を有しており、また再生可能エネル

ギーファンドの立ち上げ支援等も数多く行って

いることから選定することとしました。 

 TI龍ヶ崎太陽光発電所 

 TI牛久太陽光発電所 

 TI鹿沼太陽光発電所 

 TI矢吹光発電所 

 TI釧路太陽光発電所 

 TI根室太陽光発電所 

 TI新見太陽光発電所 

 TI愛南太陽光発電所 

 TI中標津太陽光発電所 

 TI霧島太陽光発電所 

 TI岡山太陽光発電所 

大和不動産鑑

定株式会社 

〒550-0005 

大阪市西区西本町 1丁目 4

番 1号  

オリックス本町ビル 11F 

価格等調査業務 大手不動産鑑定業者であり、J-REITにおいても

豊富な鑑定評価実績を有することから選定する

こととしました。 

 TI久野太陽光発電所 

 TI島太陽光発電所 

 TI福井太陽光発電所 

 TI龍ヶ崎第二太陽光発電所 

 TI桜太陽光発電所 

 TI常総太陽光発電所 

 TI伊豆の国太陽光発電所 

 TI大津太陽光発電所 

一般財団法人

日本不動産研

究所 

〒105-8485 

東京都港区虎ノ門 1丁目 3

番 1号 

東京虎ノ門グローバルスク

エア 

価格等調査業務 大手不動産鑑定業者であり、J-REITにおいても

豊富な鑑定評価実績を有しており、太陽光発電

設備評価についても見識があることに加え、コ

ストの妥当性及び効率性の向上などを総合的に

勘案の上選定することとしました。 
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資産名称 
インフラ資産等又はインフラ関連有価証券の価格を評価する者の概要 

名 称 住 所 事業内容 選定理由 

 TI芦北太陽光発電所 

 TI宮古太陽光発電所 

 TI弟子屈太陽光発電所 

 TI熊牛太陽光発電所 

 TI龍ヶ崎太陽光発電所 

 TI牛久太陽光発電所 

 TI根室太陽光発電所 

 TI新見太陽光発電所 

 TI愛南太陽光発電所 

 TI中標津太陽光発電所 

 TI久野太陽光発電所 

 TI島太陽光発電所 

 TI福井太陽光発電所 

 TI龍ヶ崎第二太陽光発電所 

 TI桜太陽光発電所 

 TI常総太陽光発電所 

 TI伊豆の国太陽光発電所 

 TI大津太陽光発電所 

 TI宮古太陽光発電所 

 TI弟子屈太陽光発電所 

TI熊牛太陽光発電所 

三井化学株式

会社 

〒104-0028  

東京都中央区八重洲 2-2-1 

東京ミッドタウン八重洲 八

重洲セントラルタワー 

太陽光発電事業に関

する技術ディーデリ

ジェンス業務 

同社は、太陽光発電設備に関する診断・コンサ

ルティングにおいて、数百件、500MW以上の業

務実績があり、パネル材料・品質診断において

も 20年以上の技術的知見を 持っています。ま

た自社単独あるいは他社と共同で、太陽光発電

設備を保有しており、計画・建設・運用に関す

る実 践的な経験も有しています。その他、太

陽光発電の先進 地域であるヨーロッパの R&D機

能を持つ認定試験機関との提携を通じて、同社

がこれまで培った評価・技術アドバイ ザー

サービスに関するノウハウも取り入れた評価を

実施しています。これらの豊富な経験と技術的

ノウハウを評価し 選定することとしました。 

 TI鹿沼太陽光発電所 

 TI矢吹太陽光発電所 

DNV GL（デッ

ト・ノルス

ケ・ベリタ

ス） 

〒330-0854  

埼玉県さいたま市 

大宮区桜木町 

1丁目 11番地 2 

YK-11ビル 3F 

 同社は、第三者認証機関、船級協会、オイル＆

ガス分野のリスクマネジメント、風力/電力送

配電分野において世界有数のサービス・プロバ

イダーであります。また、リスクマネジメント

に関する様々な活動を行う先駆的国際機関とし

て、世界 100か国以上にわたり、認証、船級、

技術アドバイザリーに関するサービスを提供し

ています。研究開発についても継続的に投資し

ているため、高度な専門性と資格を有する集団

としてサービスを提供することが可能となって
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資産名称 
インフラ資産等又はインフラ関連有価証券の価格を評価する者の概要 

名 称 住 所 事業内容 選定理由 

います。これらの豊富な経験と技術的ノウハウ

を評価し、選定することとしました。 

・TI釧路太陽光発電所 

・TI霧島太陽光発電所 

・TI岡山太陽光発電所 

・TI芦北太陽光発電所 

 

イー・アン

ド・イー ソ

リューション

ズ株式会社 

〒101-0021 

東京都千代田区外神田四丁

目 14番 1号 

秋葉原 UDXビル 22F 

太陽光発電事業に係

る技術デュー・ディ

リジェンス業務 

同社は環境アセスメント、廃棄物関連、溶鉱炉

及び再生 可能エネルギー施設等の技術

デュー・ディリジェンスについて古くから官民

依頼実績があります。大規模太陽光発電事 業

に対する技術デュー・ディリジェンスについて

は、200件以上、合計出力容量約 2GWの業務実

績を有しており、その業務内容においては、太

陽光発電施設の技術的 信頼性、システムの妥

当性、建設及び維持管理契約の内 容の妥当

性、費用・事業採算性の妥当性、遵法性・手続

きの妥当性、環境十全性等に係る評価等が含ま

れています。これらの豊富な経験及びノウハウ

の蓄積が本件評価 に際し十分に発揮し得る期

待ができること、並びにコストの妥当性及び納

期の信頼性等を総合的に勘案の上選定すること

としました。 
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（２）特定資産の価格等調査者の選定方針及び概要（2025年 12月 31日現在） 

① 選定方針 

 取引相手方及び本管理会社から独立した第三者であり、かつ実績から信頼性の確保ができる弁護士、公認会計士又は監査法人等に発注します。取引相手方及

び本管理会社の顧問として継続的に業務を提供している専門家や当該価格等調査の対象取引について助言を行っている専門家は、独立した第三者とはみなされ

ません。 

 

② 概要 

特定資産の価格等調査者の概要 

資産名称 
特定資産の価格等調査者の概要 

名 称 住 所 事業内容 選定理由 

 TI龍ヶ崎太陽光発電所 

 TI牛久太陽光発電所 

 TI鹿沼太陽光発電所 

 TI矢吹太陽光発電所 

 TI釧路太陽光発電所 

 TI根室太陽光発電所 

 TI新見太陽光発電所 

 TI愛南太陽光発電所 

 TI中標津太陽光発電所 

 TI霧島太陽光発電所 

 TI岡山太陽光発電所 

 TI久野太陽光発電所 

 TI島太陽光発電所 

 TI福井太陽光発電所 

 TI龍ヶ崎第二太陽光発電所 

 TI桜太陽光発電所 

 TI常総太陽光発電所 

 TI伊豆の国太陽光発電所 

 TI大津太陽光発電所 

 TI芦北太陽光発電所 

 TI宮古太陽光発電所 

 TI弟子屈太陽光発電所 

 TI熊牛太陽光発電所 

太陽有限責任

監査法人 

〒107-0051 

東京都港区元赤坂 1-2-7 

赤坂 K タワー22階 

特定資産の価格等調査業務 同法人は、本投資法人の会計監査人であ

り、本投資法人の保有資産等への理解も深

く、世界 100か国以上にネットワークをも

つ、国際会計事務所のグループの日本にお

けるメンバーとして社会的な信頼性が高い

こと及びコストの妥当性などを総合的に勘

案のうえ選定しています。 
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（３）「インフラ投資資産の収益継続性に係る意見書」及び「インフラ投資資産の収益性に係る意見書」の作成者の選定方針及び概要 

外部委託規程に基づき、前記「４． その他 （１） インフラ資産等又はインフラ関連有価証券の価格を評価する者の選定方針及び概要（本書提出日現在） 

① 選定方針」に記載の選定基準を考慮し、総合的に判断の上選定しています。なお、2024年 7月 1日から本書提出日までの間、本投資法人の保有資産に関し

て、「インフラ投資資産の収益継続性に係る意見書」及び「インフラ投資資産の収益性に係る意見書」を作成しているものはありません。 

 

（４）オペレーターの選定基準及び適合状況 

① オペレーターの選定基準に関する事項 

本投資法人は、その運用資産の運営の適切性を確保するための必要な体制が整備され、かつ健全な財務内容が確保されている者をオペレーターとして選定し

ます。そのため、オペレーターの選定に際しては、以下のオペレーター選定基準に従い、オペレーターが運営をすることとなる種類の資産の運営に関する実

績、運営の対象となる資産が立地する地域における運営体制、オペレーターが運営をすることとなる種類の資産の運営業務に係る社内体制、財務状況及び反社

会的勢力非該当性を確認するものとします。また、オペレーターがオペレーター選定基準を満たさなくなったことを、オペレーターとの契約の解除事由とし、

かかる場合において、本投資法人は、オペレーターの変更を検討します。 

 

選定基準 選定内容 オペレーターの選定基準 

① オペレーターが運営を

することとなる種類の

資産の運営に関する実

績 

当該選定対象者が運営する資産が再生

可能エネルギー発電設備である場合に

は、原則として、当該選定対象者が運

営する種類の再生可能エネルギー発電

設備の運営に関して右記の実績がある

こと。 

・ 当該種類の再生可能エネルギー発電設備の運営に関する実績が 1年以上

あること。 

・ 過去 2年間において当該種類の再生可能エネルギー発電設備の運営に関

する実績が出力ベースで 1,000kw以上（商業運転段階において半年以上

運営を継続したものに限る）であること。 

② 運営の対象となる資産

が立地する地域におけ

る運営体制 

当該資産が立地する地域における適切

な運営体制を有していること。本号の

基準の判定に際しては、右記の点を含

む運営体制に関する状況を総合的に判

断するものとする。 

・ 当該資産が立地する地域において再生可能エネルギー発電設備について

モニタリングするための組織が構築されていること（例えば、実際の発

電状況等について一括モニタリングできるようなシステムが構築されて

いる等）。 

・ 各再生可能エネルギー発電設備の保守管理等の業務（O&M業務）を、当

該選定対象者から第三者に委託する場合において、当該委託状況のモニ

タリングを第一次的に行うための組織が構築されていること（それによ

り、本投資法人も賃貸借契約又はオペレーター業務委託契約等を通じて

モニタリングを行うことができること）。 
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③ オペレーターが運営を

することとなる種類の

資産の運営業務に係る

社内体制 

社内体制に関し、右記の基準を満たす

こと。 

・ 当該種類の資産の運営業務に携わる人員が常時 3名以上（そのうち関連

専門資格を有している者が 1名以上若しくは同等の知識・業務経験を有

する者が 1名以上）存在し、そのうち責任者の地位にある者は、1年以

上の当該業務経験及び当該業務に係る十分な知識を有していること。 

・ コンプライアンス（法令遵守）に関する十分な社内体制を有しているこ

と（例えば、(i)オペレーターが金融商品取引所に上場されている等に

より当該事項を確認できる公表資料（金融商品取引法又は株式会社東京

証券取引所（以下「東証」といいます。）の規則に基づく開示書類を含

みます。）が存在する場合であれば当該公表資料を精査し、(ii)オペ

レーターが金融商品取引所に上場されている場合であれば、定期的な内

部監査を受けていることを確認し、かつ、(iii)予めコンプライアンス

に関する社内体制について質問（法令等遵守態勢、内部通報制度、苦情

等への対応、顧客情報等の保護、内部者取引の防止、反社会的勢力への

対応、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第 22

号。その後の改正を含みます。）への対応、リスク管理態勢、危機管理

態勢、内部監査体制等に関するもの）を行い、書面による回答を精査す

ることにより確認します。）。 

④ 財務状況 財務状況に関し、原則として、右記の

基準を満たすこと。 

・ 当該選定対象者の各年度の決算期における(i)（連結財務諸表を作成し

ていない場合には、）単体の損益計算書に示される経常損益が 2期連続

して損失となっているものではなく、また、(ii)（連結財務諸表を作成

している場合には、）単体及び連結の損益計算書に示される経常損益が

いずれも 2期連続して損失となっているものではないこと。 

・ 当該選定対象者が過去 2年間において債務超過ではないこと。 

・ その他、当該資産の運営を行うのに必要な財務状況を有することに合理

的な疑いを生じさせる事項がないこと。 

⑤ 反社会的勢力非該当 本管理会社の「反社会的勢力対応マ

ニュアル」に定める反社会的勢力であ

る右記の者ではないこと。 

・ 暴力団 

・ 暴力団員 

・ 暴力団準構成員 

・ 暴力団関係企業 

・ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

・ その他上記の者らに準ずる者 
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② オペレーターの選定基準への適合状況 

 

オペレーター 選定基準① 選定基準② 選定基準③ 選定基準④ 選定基準⑤ 

株式会社 

クールトラスト 

 

・オペレーターは太陽光発電設備の運営

に関して複数年に亘る実績を有していま

す。 

・また、直近 3年間の年末時点の受託設

備の規模は以下の通りです。 

2023年 12月 31日時点：196,325.3kW 

2024年 12月 31日時点：234,471.72kW 

2025年 12月 31日時点：292,471.52kW 

 

以上から、選定基準①に適合していま

す。 

 

・オペレーターは、

ENEviewer等のオンラ

イン・モニタリング

システムを導入して

おり、日々の発電状

況や不具合の発生状

況を一括して確認で

きる体制を確立して

います。 

・また、オペレー

ターの他に O&M業務

も同社に委託してい

ます 

・オペレーターを行

う資産管理部は、O&M

業務を行う O&M部と

は別の部門として厳

格に区分して運営し

ており、O&M部の委

託状況を客観的にモ

ニタリングしていま

す。 

 

以上から、選定基準

②に適合していま

す。 

・オペレーターに

は、運営業務に携わ

る人員が常時 4名お

り、そのうち有資格

者（電気主任技術者

等）が 1名存在しま

す。また、責任者の

地位にある者は、1

年以上の業務経験が

あります。 

・コンプライアンス

体制については管理

部によりコンプライ

アンス計画が策定さ

れ、定期的な研修等

が行われています。

また、管理部は法令

チェック、反社

チェック等を厳正に

行っています。加え

て、上場投資法人の

資産を受託する者と

してインサイダー取

引の防止についても

特段の注意をもって

取組んでいます。 

 

以上から、選定基準

③に適合していま

す。 

・オペレーターの各

年度の決算期におけ

る単体の損益計算書

に示される経常損益

は 2期連続して損失

とはなっていませ

ん。 

・オペレーターは、

過去 2年間において

債務超過ではありま

せん。 

・オペレーターに

は、太陽光発電設備

の運営を行うのに必

要な財務状況を有す

ることに合理的な疑

いを生じさせる事項

はありません。 

 

以上から、選定基準

④に適合していま

す。 

オペレーターは、本

管理会社の「反社会

的勢力対応マニュア

ル」に定める反社会

的勢力に該当しませ

ん。 
 

以上から、選定基準

⑤に適合していま

す。 
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（５）その他利益相反の可能性のある取引 

該当事項はありません。 

 

（６）IRに関する活動状況 

① 基本方針 

 本管理会社は、本投資法人の資産運用に当たり、常に投資家の視点に立ち、迅速、正確かつ公平に情報を開示に努めるものとします。 

 

② 情報開示体制 

（イ） 本管理会社は、財務経理部長を適時開示の情報取扱責任者として東証に届け出ます。 

（ロ） 本管理会社は、財務経理部を適時開示の担当部署とします。 

（ハ） コンプライアンス・オフィサーは、適時開示における法令遵守態勢を維持し、適時開示の内容、方法その他の事項についてコンプライアンス上の

チェックを行わなければならないこととします。 

（ニ） 情報取扱責任者及びコンプライアンス・オフィサーは、適時開示につき、必要に応じて法律事務所又は会計事務所等に対して助言を求め、法令遵

守に十分留意した上で適時開示を行うものとします。 

 

③ IR活動 

（イ） 国内外機関投資家及びアナリスト向け 

本投資法人の決算期ごとに決算説明会（動画配信を含みます。）を開催いたします。また国内機関投資家及び必要に応じて海外の機関投資家との

個別ミーティング若しくはスモールミーティングを設け、直接説明を行います。 

（ロ） 個人投資家向け 

本管理会社が各種フェア、セミナー等に積極的に参加し、運用状況等を直接説明する機会を設けます。 

（ハ） ホームページによる情報開示 

決算短信、有価証券報告書、資産運用報告、決算説明会資料等の決算関連情報のほか、プレスリリース、運用資産状況等を本投資法人のホーム

ページに掲載し、幅広い投資家層に対して迅速、正確、公平に有用な情報取得機会を提供いたします。 

（ニ） IRスケジュール 本投資法人の決算に係る IR活動のスケジュール（予定）は以下のとおりです。  

・決算月：6月、12月 

・決算短信発表：8月、2月 

・決算説明会：8月、2月 

・資産運用報告発送：9月、3月 
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（７）有価証券上場規程第 1505条第 1項第 2号 cに定める適時開示に係る助言契約の有無 

該当事項はありません。ただし、主幹事証券会社より推薦書が提出されています。 

 

（８）反社会的勢力排除に向けた体制整備 

本管理会社は反社会的勢力による被害を防止するための基本方針を定め、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制を整備しています。具体的に

は、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会勢力への対応マニュアル」を定め、コンプライアンス・オフィサーが反社会的勢力排除の周知徹底を行うととも

に、事前確認等の対象及び方法についてチェック基準を定め、反社会的勢力との取引を未然に防止するよう努めています。 

以 上 
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